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愛
媛
県
二
神
島
の
漁
業
制
度
改
革

　

―
　

筆
写
稿
本
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
」、
及
び
写
真
集

「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
」（
常
民
研
現
地
調
査
撮
影
本
）
を
読
む
　

―
　

【
要
旨
】

　

本
稿
は
、
筆
写
稿
本
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
」
と
写
真
集
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
」（
常
民
研
に
よ
る
現
地
調
査
撮
影
本
）
を
主

軸
に
、
戦
後
実
施
さ
れ
た
二
神
島
の
漁
業
制
度
改
革
に
つ
い
て
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
筆
写
稿
本
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
」
は
、
一

九
五
〇
年
代
初
頭
、
水
産
庁
の
委
託
に
よ
り
財
団
法
人
時
代
の
日
本
常
民
文
化
研
究
所
が
全
国
の
漁
村
史
料
を
収
集
し
た
と
き
に
作
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
記
録
に
よ
る
と
、
愛
媛
県
の
漁
業
史
料
の
採
訪
は
昭
和
二
六
年
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
当
時
借
用
の
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文

書
」
に
つ
い
て
は
、
筆
写
が
行
わ
れ
、
終
了
し
た
も
の
は
所
蔵
者
に
返
却
さ
れ
た
。
現
在
は
、
原
史
料
の
筆
写
稿
本
の
み
が
国
立
研
究
開
発
法

人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
中
央
水
産
研
究
所
図
書
資
料
館
と
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
の
双
方
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

漁
業
制
度
の
改
革
は
「
漁
業
法
」
と
「
漁
業
組
合
法
」
の
二
つ
の
法
律
の
制
定
が
企
図
さ
れ
、
ま
ず
、
昭
和
二
三
年
「
水
産
業
協
同
組
合

法
」
が
制
定
さ
れ
、
翌
二
四
年
「
新
漁
業
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
戦
後
の
改
革
に
よ
っ
て
、
明
治
末
期
以
来
続
い
て
き
た
旧
来
の
漁
業
制

度
が
廃
止
さ
れ
、
漁
場
に
お
け
る
基
本
的
秩
序
が
改
め
ら
れ
た
。
漁
協
の
性
格
も
大
き
く
改
変
さ
れ
前
進
し
た
。
二
神
島
に
お
い
て
も
、
戦
時

統
制
下
の
漁
業
会
は
解
散
さ
れ
、
そ
の
施
設
や
資
金
は
新
し
く
設
立
さ
れ
た
二
神
漁
業
協
同
組
合
へ
と
引
継
が
れ
た
。
戦
後
の
制
度
改
革
に
よ

っ
て
、
漁
業
権
の
再
分
配
と
い
う
大
き
な
目
標
は
成
し
遂
げ
ら
れ
、
漁
業
協
同
組
合
が
漁
業
権
の
主
体
と
な
る
こ
と
が
実
現
し
た
。

　

二
神
漁
業
組
合
が
制
度
的
に
成
立
し
た
の
は
、
明
治
三
六
年
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
、
昭
和
一
〇
年
に
、
保
証
責
任
二
神
漁
業
協
同

組
合
に
組
織
設
定
さ
れ
、
平
成
一
一
年
に
は
、
二
神
・
怒
和
島
・
津
和
地
が
合
併
し
て
、
中
島
三
和
漁
業
協
同
組
合
二
神
支
所
と
な
り
現
在
も

存
続
し
て
い
る
。
漁
業
制
度
の
改
革
に
よ
っ
て
、
漁
業
や
漁
業
組
合
が
近
代
化
へ
と
進
行
し
て
い
っ
た
意
義
に
つ
い
て
、
未
だ
、
現
地
に
残
存

し
て
い
る
古
文
書
の
調
査
も
含
め
、
更
な
る
探
求
が
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
二
神
島
、
筆
写
稿
本
（
筆
稿
本
）、
漁
業
制
度
改
革
、
漁
業
組
合
、
漁
業
協
同
組
合

鈴
木
　
江
津
子
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数
え
る
が
、
す
べ
て
が
漁
業
関
係
と
は
限
ら
な
い
。
村
政
や
個
人
の
家
の
文
書
も
含

ま
れ
て
い
る
も
の
で
、
膨
大
な
量
で
あ
る
。

　

今
回
、
分
析
の
対
象
と
し
た
二
神
漁
業
協
同
組
合
の
近
隣
、
つ
ま
り
、
何
ら
か
の

は
じ
め
に

　

筆
写
稿
本
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
」
は
、
一
九
五
〇
年
代
初
頭
、
水
産
庁
の

委
託
に
よ
り
財
団
法
人
時
代
の
日
本
常
民
文
化
研
究
所
（
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
）

が
全
国
の
漁
村
史
料
を
調
査
収
集
し
た
と
き
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

記
録
に
よ
る
と
、
愛
媛
県
の
漁
業
史
料
の
採
訪
は
昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年
に

実
施
さ
れ
て
い
る
。
当
時
借
用
の
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
必

要
に
応
じ
早
急
に
筆
写
が
行
わ
れ
、
終
了
し
た
も
の
は
所
蔵
者
に
返
却
さ
れ
た
。
そ

の
た
め
現
在
は
、
原
史
料
の
筆
写
稿
本
（
筆
稿
本
・
筆
耕
本
・
筆
写
本
な
ど
と
も
呼
称

さ
れ
て
い
る
）
の
み
が
、
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
中
央
水
産

研
究
所
図
書
資
料
館
と
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
残
さ
れ
て
い
る
筆
写
稿
本
を
中
心
に
、
ま
た
、
確
認
の
意
味
で
常
民
文

化
研
究
所
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
写
真
集
を
参
考
に
二
神
島
の
漁
業
が
ど
の
よ
う
に
営

ま
れ
、
制
度
改
革
が
行
わ
れ
、
今
日
に
至
っ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
収
集
さ
れ
た
膨
大
な
史
料
を
前
に
、
採
訪
当
時
、
ど
の
よ
う
に
し
て

筆
写
が
行
わ
れ
た
の
か
、
そ
の
指
標
と
な
っ
た
「
し
お
り
」
が
常
民
研
に
残
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
『
資
料
筆
写
の
し
お
り
』（
一
九
五
一
年
五
月
）
と
題
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
宇
野
順
子
氏
寄
贈
本
と
あ
る
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、「
漁
業
制
度
資
料
筆
写
な
ら
び
に
校
合
の
規
定
を
つ
く
り
ま
し

た
。
い
ま
ま
で
、
研
究
員
藤
木
喜
久
馬
が
口
頭
で
説
明
し
て
い
た
こ
と
を
、
同
研
究

員
が
執
筆
し
（
以
下
略
）」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。
常
民
研
と
水
産
庁
資
料
整
備

委
員
会
が
作
成
の
主
体
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
も
の
で
、
こ
の
事
業
の
重
要

性
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
形
態
は
、
縦
帳
で
、
一
八
・
〇
×
一
二
・
五
㎝
の
小
冊
子
で

あ
る
。
当
時
（
財
団
法
人
時
代
）
の
常
民
文
化
研
究
所
所
長
は
桜
田
勝
徳
で
あ
っ

た
。
ス
タ
ッ
フ
全
員
の
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
在
架
蔵
さ
れ
て
い
る
愛
媛
県
関
係
の
筆
写
稿
本
は
二
〇
文
書
群
を

表 1　二神漁業組合近隣漁業組合一覧
 （明治 36年当時）
№ 組　合　名 組長・理事 所　在　地 備　考
1 上怒和漁業組合 内田庫吉 愛媛県温泉郡神和村大字上怒和 70番 組長
2 元怒和漁業組合 楊原浦太郎 愛媛県温泉郡神和村大字元怒和 65番 組長
3 津和地漁業組合 重松良太郎 愛媛県温泉郡神和村大字津和地 7番 組長
4 二神漁業組合 二神仲次郎 愛媛県温泉郡神和村大字二神 114番 理事
5 神浦漁業組合 吉岡富蔵 愛媛県温泉郡東中島村大字神浦 102番 理事（漁業団代表）
6 宇和間漁業組合 大内在樹 愛媛県温泉郡西中島村大字宇和間 74番 理事
筆写稿本「二神漁業協同組合文書」明治 36年 6月 25日「慣行ニ因ル専用漁業免許願書」（№ 3-2）、挟込絵図参
照作成

意
味
で
二
神
漁
業
協
同
組
合
と
関
係
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
漁
業
組
合
を
挙
げ
、

そ
れ
ら
を
一
覧
表
に
し
た
の
が
上
の
表
1

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文

書
」
が
ど
の
よ
う
に
採
訪
さ
れ
た
か
に
つ

い
て
情
報
と
な
る
も
の
は
少
な
い
の
だ

が
、
一
つ
の
手
掛
り
と
し
て
、「
旧
常
民

研
採
訪
史
料
目
録
」
に
は
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。
所
蔵
者
住
所
、
愛
媛
県
温

泉
郡
神
和
村
二
神
、
帳
簿
四
点
、
一
九
五

一
年
一
二
月
一
八
日
借
用
、
一
九
五
四
年

七
月
二
一
日
返
却
、
借
用
の
内
訳
と
し

て
、
二
神
漁
業
組
合
事
蹟
・
組
合
員
年
中

行
事
調
書
・
入
会
漁
場
慣
行
ニ
因
ル
専
用

漁
業
免
許
願
書
・
行
政
訴
訟
ニ
関
ス
ル
書

類
、
以
上
の
四
点
と
あ
る
。
作
成
（
史
料

の
年
月
日
）
は
、
明
治
八
年
か
ら
同
四
五

年
ま
で
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
因
み
に

こ
の
と
き
二
神
島
を
採
訪
調
査
に
訪
れ
た

の
は
宮
本
常
一
で
あ
る
。
筆
写
稿
本
や
写

真
史
料
を
紹
介
し
な
が
ら
、
当
時
の
実
情

を
考
察
し
て
み
た
い
。



139

愛媛県二神島の漁業制度改革

ク
ダ
コ
島
・
双
子
島
・
小
島
（
前
児
島
）
が

あ
り
、
そ
の
中
で
、
双
子
島
は
明
治
二
〇
年

ま
で
所
有
権
争
い
が
続
い
た
。
昭
和
三
四

年
、
神
和
村
は
中
島
町
と
合
併
し
中
島
町
と

な
っ
た
が
、
そ
の
名
「
二
神
」
は
同
町
の
大

字
名
と
し
て
存
続
し
た
。

　

二
神
漁
業
協
同
組
合
の
採
訪
当
時
の
住
所

は
愛
媛
県
温
泉
郡
神
和
村
二
神
と
あ
る
が
、

こ
の
「
神
和
村
」
は
ど
の
よ
う
な
村
の
様
子

を
呈
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。『
温
泉
郡
誌
』

（
松
田
卯
太
郎
編　

松
山
石
版
印
刷
所　

大
正

五
年
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
本
村
は

怒
和
、
二
神
、
津
和
地
の
三
島
（
上
怒
和
、

元
怒
和
、
二
神
、
津
和
地
の
四
大
字
）
よ
り
成

る
、
怒
和
本
島
は
之
を
怒
和
島
と
称
し
、
上

怒
和
、
元
怒
和
に
別
れ
、
往
時
上
怒
和
は
桑
名
村
、
元
怒
和
は
島
尻
村
と
云
ひ
、
幕

府
時
代
に
は
松
山
領
な
り
し
も
、
大
洲
藩
と
土
地
交
換
の
結
果
、
大
洲
領
に
移
り
、

後
ち
幾
年
、
桑
名
村
を
上
怒
和
村
、
島
尻
村
を
下
怒
和
村
と
改
称
せ
り
、
然
る
に
下

怒
和
の
住
民
、
下
の
字
を
嫌
ひ
自
ら
元
怒
和
と
号
す
る
に
至
れ
り
」
な
ど
と
記
載
さ

れ
、
人
口
と
戸
数
に
つ
い
て
も
調
べ
ら
れ
て
い
る
（
表
2
）。
調
査
年
が
明
確
で
は

な
い
が
、
次
頁
の
「
魚
獲
物
」
が
大
正
三
（
一
九
一
五
）
年
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
の
人
口
調
査
も
同
じ
頃
に
実
施
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

二
神
は
、
現
在
は
松
山
市
二
神
と
な
っ
て
い
る
。
漁
業
組
合
も
平
成
一
一
（
一
九

九
九
）
年
の
合
併
に
よ
り
、
中
島
三
和
漁
業
協
同
組
合
二
神
支
所
と
な
っ
て
存
続
し

て
い
る
。
も
と
は
島
に
松
が
多
か
っ
た
た
め
松
島
と
も
呼
ば
れ
た
こ
の
島
は
東
西
約

四
キ
ロ
で
あ
る
が
南
北
に
細
長
く
、
面
積
は
約
一
八
一
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
小
島
で

あ
る
。
北
は
二
子
瀬
戸
を
隔
て
て
、
怒
和
・
津
和
の
両
島
に
、
東
南
は
伊
予
灘
を
隔

て
て
、
松
山
市
三
津
浜
港
に
、
西
は
山
口
県
大
島
・
情
島
に
相
対
す
る
。
三
津
浜
港

か
ら
フ
ェ
リ
ー
で
高
浜
港
・
中
島
神
浦
港
経
由
、
一
時
間
三
〇
分
ほ
ど
で
二
神
港
へ

到
着
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
神
島
を
根
拠
地
と
し
た
二
神
氏
は
こ
の
家
の
系
図
に
よ
る

と
、
室
町
時
代
に
長
門
国
か
ら
豊
田
氏
が
移
り
住
ん
で
「
二
神
氏
」
を
称
し
領
主
に

な
っ
た
と
い
う
。
室
町
時
代
中
期
以
降
、
忽
那
島
を
拠
点
に
権
勢
を
誇
っ
て
い
た
忽

那
氏
が
急
激
に
衰
え
た
こ
と
に
乗
じ
二
神
氏
が
海
上
に
勢
力
を
伸
ば
し
た
。
戦
国
時

代
に
は
、
河
野
氏
に
加
勢
し
、
時
に
は
ま
た
、
村
上
氏
に
味
方
す
る
有
力
な
武
将
と

し
て
歴
史
上
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

島
は
昔
も
今
も
、
漁
業
と
農
業
の
島
で
周
囲
は
好
漁
場
で
鯛
や
蛸
な
ど
が
水
揚
げ

さ
れ
て
い
た
。
か
つ
て
農
業
は
柑
橘
類
に
特
化
さ
れ
大
き
な
収
入
源
と
な
っ
て
い

た
。
当
時
、
島
は
急
傾
斜
地
を
除
く
と
ほ
と
ん
ど
が
柑
橘
園
で
あ
っ
た
と
い
う
。
現

在
、
島
全
体
の
印
象
と
し
て
は
過
疎
化
（
人
口
の
減
少
）
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
。
そ

れ
は
漁
業
に
お
い
て
も
同
様
（
漁
業
従
事
者
の
減
少
）
で
あ
る
。

一
　
二
神
島

　

二
神
漁
業
協
同
組
合
は
、
瀬
戸
内
海
に
浮
か
ぶ
忽
那
諸
島
の
南
西
端
の
海
上
に
位

置
す
る
二
神
島
に
立
地
し
て
い
た
。
採
訪
当
時
の
住
所
は
温
泉
郡
神
和
村
と
称
す
る

漁
村
で
あ
っ
た
。
江
戸
期
は
二
神
村
で
あ
っ
た
が
、
明
治
二
二
年
風
早
郡
二
神
村
・

元
怒
和
村
・
上
怒
和
村
・
津
和
地
村
の
四
ヶ
村
が
合
併
し
て
神
和
村
（
じ
ん
わ
む

ら
、
又
は
か
ん
な
む
ら
と
も
言
う
）
が
成
立
し
た
。
同
三
〇
年
に
は
区
画
が
変
更
し
て

温
泉
郡
に
属
し
て
い
る
。
大
字
は
旧
村
名
を
継
承
し
、
村
役
場
は
神
和
村
大
字
元
怒

和
に
設
置
さ
れ
た
。
明
治
三
六
年
、
四
大
字
名
の
各
々
に
漁
業
組
合
が
設
立
さ
れ

た
。
こ
の
地
域
は
忽
那
諸
島
中
最
も
漁
業
が
盛
ん
で
、
大
正
八
年
に
は
全
戸
数
の
五

〇
％
を
越
す
四
一
九
戸
が
漁
業
を
生
業
と
し
て
い
た
（『
中
島
町
誌
』）。
周
辺
に
は

表 2　温泉郡神和村の人口と戸数
 （推定 1915年調査）

大字名
本籍人口 現住人口

現住戸数
男 女 計 男 女 計

上怒和 365 308 673 350 301 651 124
元怒和 709 697 1,406 671 659 1,330 231
津和地 802 791 1,593 779 790 1,569 282
二神 568 562 1,130 552 541 1,093 168
計 2,444 2,358 4,802 2,352 2,291 4,643 805
『温泉郡誌』松田卯太郎編　大正 5年発刊参照
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書
」
四
号
）

　

こ
の
海
面
借
区
制
は
、
明
治
政
府
に
よ
る
漁
業
制
度
の
根
本
的
改
革
を
目
指
す
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
上
か
ら
の
改
革
に
対
し
、
現
場
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

漁
場
の
拡
張
を
主
張
し
、
紛
争
混
乱
を
あ
お
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
わ
ず

か
一
年
後
の
同
九
年
に
は
前
年
の
太
政
官
布
告
を
取
り
消
し
、
旧
慣
行
に
よ
る
権
利

を
再
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
態
の
収
拾
を
図
っ
た
。「
各
地
方
ニ
於
テ
適
宜
府

県
税
ヲ
賦
シ
、
営
業
取
締
ハ
可
成
従
来
ノ
慣
習
ニ
従
ヒ
処
分
可
致
此
旨
不
可
有
相
違

候
事
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
各
地
方
ニ
於
テ
適
宜
府
県
税
ヲ
賦

シ
」
の
文
言
を
請
け
、
県
に
お
け
る
捕
魚
税
・
船
税
な
ど
の
税
目
が
設
定
さ
れ
た
。

　

上
記
の
有
り
様
を
想
像
さ
せ
る
風
早
・
和
気
・
温
泉
・
久
米
郡
長
が
発
給
し
た
文

書
が
写
真
集
に
一
七
点
残
さ
れ
て
い
る
。「
願
書
文
略
ス
」
と
あ
る
も
の
で
、
簡
略

化
さ
れ
て
い
る
が
当
時
を
知
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
こ
こ
で
少
々
紹
介
し
て
お
こ

う
。　

○
「
魦
子
網
願
書
文
ハ
略
ス　

神
浦
弐
千
壱
百
参
拾
六
番
地
平
民　

田
中
万

吉　

書
面
願
之
通
聞
届
候
条　

十
四
年
六
月
ヨ
リ
本
年
六
月
迄
税
金
六
拾
参
銭

上
納
鑑
札
受
取
之
上
漁
業
可
致
事　

明
治
十
五
年
一
月
二
十
四
日
風
早
和
気
温

泉
久
米
郡
長
肝
付
兼
松
」

　

○
「
魦
子
四
ツ
手
大
網
願
書
文
略
ス　

明
治
十
九
年
十
月
十
六
日　

風
早
郡

神
浦
村
千
五
百
六
十
二
番
地
平
民　

今
本
甚
次
郎　

書
面
願
之
趣
聞
届
候
事　

明
治
十
九
年
十
月
三
十
一
日　

風
早
和
気
温
泉
久
米
郡
長
土
屋
正
蒙
」

　

○
「
願
文
略
ス　

明
治
二
十
一
年
十
月
十
八
日　

風
早
郡
神
浦
村
百
九
十
八

番
地
平
民　

田
中
房
次　

願
之
趣
聴
許
ス　

明
治
二
十
一
年
十
月
三
十
一
日
風

早
和
気
温
泉
久
米
郡
長
土
屋
正
蒙
」（
以
上
三
点
、
写
真
集
「
二
神
漁
業
協
同

組
合
文
書
」
自
六
号
至
九
号
所
収
）

二
　
明
治
初
期
の
漁
業

　

明
治
維
新
に
よ
り
、
漁
場
を
領
有
し
て
い
た
封
建
領
主
（
松
山
藩
主
）
は
消
滅
し

た
が
、
実
際
に
は
漁
場
の
占
有
や
そ
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
旧
慣
行
が
そ
の
ま
ま
存

続
し
た
の
で
あ
る
。
明
治
新
政
府
は
、
こ
の
事
実
上
の
占
有
関
係
を
一
旦
は
認
め
、

旧
慣
行
の
継
続
に
よ
っ
て
漁
場
の
秩
序
を
保
つ
政
策
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
漁
村
内

部
で
は
漁
場
利
用
を
め
ぐ
り
紛
争
が
数
多
く
発
生
し
た
。
つ
ま
り
、
漁
民
の
階
層
分

化
が
進
行
し
、
こ
の
機
に
乗
じ
て
漁
場
を
確
保
し
発
展
し
た
者
が
出
た
反
面
、
漁
場

を
失
い
没
落
す
る
漁
民
も
発
生
す
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
状
態
を
打
開
す

る
た
め
に
、
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
、
政
府
は
「
海
面
官
有
・
海
面
借
区
制
」（
太

政
官
布
告
一
九
五
号
）
を
宣
言
し
、
旧
慣
行
や
権
利
を
否
認
し
た
。
こ
れ
以
後
は
海

面
利
用
者
に
対
し
て
は
、「
海
面
借
用
願
」
を
提
出
さ
せ
、
政
府
の
許
可
を
受
け
る

も
の
と
し
た
。
ま
た
、
借
用
に
つ
い
て
は
借
用
料
を
徴
収
し
た
。
こ
の
と
き
の
史
料

が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
紹
介
し
て
お
こ
う
。

「
藻
磯
拝
借
之
儀
ニ
付
願
」

別
紙
図
之
所
者
、
従
前
元
怒
和
村
・
上
怒
和
村
・
二
神
村
エ
藻
取
来
候
処
、
相

応
拝
借
料
上
納
可
仕
ニ
付
、
被
仰
付
被
下
置
度
此
段
別
紙
調
書
以
奉
願
候
以
上　

明
治
八
年
十
一
月
二
十
日　

第
六
大
区
七
拾
壱
小
区　

風
早
郡
元
怒
和
村
組
頭

三
好
一
二
三
、
同
区
同
郡
上
怒
和
村
組
頭
野
間
茂
樹
、
二
神
仲
次
郎　

愛
媛
県

権
令
岩
村
高
俊
殿

　

戸
長
成
川
寛
、
区
長
大
関
貞
観
（
朱
書
）
書
面
願
之
趣
本
年
ヨ
リ
三
ヶ
年
間

採
取
聞
届
候
条
、
海
草
税
半
額
ツ
ツ
年
々
一
月
、
十
二
月
、
三
十
一
日
限
リ
可

致
上
納
候
事　

但
シ
本
年
半
額
至
急
可
致
事　

明
治
九
年
三
月
十
二
日　

愛
媛

県
権
令
岩
村
高
俊

（
筆
写
稿
本
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
」、
写
真
集
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
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上
、
二
子
島
・
下
二
子
島
ノ
両
孤
島
タ
ル
往
昔
ヨ
リ
論
地
ニ
シ
テ
久
シ
ク
所
有

ノ
確
定
ス
ル
事
ナ
リ
、
依
テ
明
治
十
五
年
初
メ
テ
、
二
神
一
方
ト
ナ
リ
上
怒

和
・
元
怒
和
ノ
両
村
一
方
ト
ナ
リ
所
有
確
定
ヲ
談
判
ス
ル
モ
尚
決
ス
ル
能
ハ

ス
、
遂
ニ
明
治
二
十
年
二
神
村
ヨ
リ
松
山
治
安
裁
判
所
ニ
該
島
所
有
確
定
ノ
出

訴
ヲ
起
シ
タ
ル
モ
勧
解
不
調
ト
ナ
ル
、

　

於
此
粟
井
村
栗
原
隣
八
、
津
和
地
村
八
原
昌
計
両
人
仲
裁
ヲ
以
テ
和
解
ヲ
遂

ゲ
条
約
ヲ
ナ
ス
左
ノ
如
シ
、

　

第
一
条　

上
二
子
島
・
下
二
子
島
所
有
ヲ
上
怒
和
村
・
二
神
村
・
元
怒
和
村

三
ヶ
村
共
有
ト
ス

　

第
二
条　

上
二
子
島
・
下
二
子
島
ヨ
リ
収
穫
ヲ
生
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
三
ヶ

村
臨
時
協
議
ヲ
以
テ
便
宜
処
分
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　

第
三
条　

地
租
諸
係
物
ハ
平
等
三
割
ヲ
以
テ
三
ヶ
村
ヨ
リ
出
金
ス
ル
モ
ノ
ト

ス
　

第
七
条　

上
二
子
島
・
下
二
子
島
ニ
係
ル
漁
場
ノ
義
ハ
従
来
ノ
慣
行
ニ
ヨ
ル

モ
ノ
ト
ス

　

第
十
条　

本
条
約
証
ハ
、
三
ヶ
村
各
一
通
ヲ
保
存
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

　

右
之
通
、
三
ヶ
村
条
約
委
員
ヲ
撰
ビ
、
明
治
二
十
年
十
月
十
八
日
風
早
郡
元

怒
和
村
延
福
寺
ニ
於
テ
条
約
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
依
之
仲
裁
人
并
ニ
、
三
ヶ
村
条

約
委
員
左
ニ
連
署
調
印
ヲ
ナ
シ
永
年
ニ
証
ス
如
件

 

風
早
郡
元
怒
和
村
条
約
委
員

 

廣
野　

馬
太
郎

 

同
郡　
　
　

同
村　

同

 

岩
崎　

吉
蔵

 

同
郡
二
神
村
条
約
委
員

 

茂
木
茂
四
郎

　

右
の
史
料
の
他
に
、
こ
の
頃
の
二
神
島
周
辺
に
つ
い
て
伝
え
る
「
漁
場
の
沿
革
」

と
い
う
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
読
ん
で
み
よ
う
。「
吾
ガ
六
ケ
組
合
ノ
入
会
ト

ナ
ル
ベ
キ
専
用
漁
場
ハ
忽
那
漁
場
ノ
内
ニ
シ
テ
、
ガ
ン
ギ
ノ
洲
、
由
利
潟
ノ
洲
、
小

市
ノ
洲
、
能
蔵
ノ
洲
、
妙
見
出
シ
ノ
洲
ノ
五
ヶ
所
ニ
シ
テ
其
発
見
シ
タ
ル
人
名
時
代

一
々
詳
ラ
カ
ニ
セ
ス
ト
雖
モ
津
和
地
衣
笠
又
右
衛
門
ノ
発
見
ニ
係
ル
モ
ノ
多
キ
ニ
居

ル
ト
言
ウ
、
而
シ
テ
何
レ
ノ
頃
ヨ
リ
カ
自
然
、
上
怒
和
・
元
怒
和
・
津
和
地
、
二

神
、
神
浦
、
宇
和
間
ノ
六
部
落
ノ
入
会
漁
場
ト
ナ
リ
、
先
着
ノ
順
序
ヲ
以
テ
互
ニ
営

業
ヲ
為
シ
、
古
来
ヨ
リ
曽
テ
本
漁
場
ニ
付
、
紛
争
ナ
ク
、
明
治
十
一
年
甲
第
百
五
十

四
号
布
達
ニ
拠
リ
、
海
面
ノ
借
区
ヲ
得
テ
、
益
々
、
六
部
落
入
会
ノ
漁
場
タ
ル
事
ヲ

確
カ
メ
タ
リ
」（
前
記
筆
写
稿
本
参
照
）
と
あ
る
。
こ
の
史
料
を
読
む
限
り
で
は

「
海
面
ノ
借
区
ヲ
得
テ
益
々
六
部
落
入
会
ノ
漁
場
タ
ル
事
ヲ
確
カ
メ
タ
リ
」
と
い
う

わ
け
で
紛
争
や
混
乱
の
様
子
は
な
い
。
こ
こ
で
言
う
「
六
部
落
」
と
は
、
二
神
・
津

和
地
・
神
浦
・
元
怒
和
・
宇
和
間
・
上
怒
和
を
指
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
明
治
八
年
布
告
の
「
海
面
官
有
・
海
面
借
区
制
」
の
中
で
重
要

な
意
味
を
も
つ
の
は
海
面
官
有
宣
言
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
海
面
借
区
制
が
撤
廃
さ

れ
た
後
も
依
然
と
し
て
存
続
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
れ
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
た

漁
場
占
有
利
用
権
は
消
滅
し
、
す
べ
て
の
漁
業
権
利
は
、
新
た
な
希
望
者
に
明
治
政

府
の
許
可
に
よ
っ
て
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
の
結
果
、
旧
慣
先
行

の
漁
場
占
有
・
紛
争
の
解
決
は
勿
論
の
こ
と
、
当
時
の
漁
業
調
整
上
の
円
滑
化
や
統

轄
を
図
る
上
で
「
海
面
官
有
制
」
は
政
府
に
と
っ
て
有
効
な
解
決
手
段
の
一
つ
と
な

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

二
子
島
の
所
有
に
つ
い
て
は
周
辺
の
村
々
の
間
で
、
古
く
か
ら
論
争
が
絶
え
な
か

っ
た
と
さ
れ
る
が
、
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
に
和
解
を
し
、
そ
の
条
約
証
が
残

さ
れ
て
い
る
の
で
概
略
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

「
条
約
証
」

　

伊
予
国
風
早
郡
上
怒
和
村
・
二
神
村
・
元
怒
和
村
三
ヶ
村
ノ
中
間
ニ
ア
ル
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房
吉
『
大
日
本
水
産
史
』
一
九
〇
三
年　

有
明
書
房　

参
照
）。

　

し
か
し
、
こ
の
時
点
の
漁
業
組
合
は
、
後
の
漁
業
組
合
と
は
性
格
の
異
な
る
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
に
漁
場
の
秩
序
を
守
る
も
の
と
い
っ
た
暫
定
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。
漁
業
政
策
の
立
場
か
ら
漁
業
を
漁
業
組
合
と
い
う
形
で
全
国
的
に
把
握
し
よ

う
と
し
た
上
か
ら
の
指
導
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
「
漁
業
組
合
準
則
」
の
内
容
に
つ
い
て
少
し
説
明
し
て
お
き
た
い
。（
1
）

漁
業
従
事
者
は
適
宜
区
域
を
定
め
、
漁
業
組
合
を
設
立
し
規
約
を
作
り
、
所
属
管
轄

庁
の
認
可
を
受
け
る
。（
2
）
漁
業
組
合
は
捕
魚
・
採
藻
に
関
す
る
季
節
を
定
め
、

漁
場
の
区
域
や
種
類
に
つ
い
て
府
県
の
免
許
を
受
け
る
。（
3
）
漁
業
組
合
は
連
合

会
を
設
け
、
そ
の
規
約
は
管
轄
庁
を
経
て
農
商
務
省
の
許
可
を
受
け
る
な
ど
と
あ

る
。
こ
の
準
則
漁
業
組
合
は
、
機
能
的
に
み
て
二
種
に
大
別
さ
れ
る
。
第
一
分
類
と

し
て
、
捕
魚
採
藻
、
各
其
種
類
別
組
合
（
台
網
、
捕
鯨
、
鰊
漁
、
昆
布
採
取
な
ど
）、

第
二
分
類
と
し
て
は
地
域
別
組
合
、
河
海
湖
沼
の
地
区
に
お
い
て
、
各
種
の
漁
業
を

混
合
し
て
組
合
を
な
す
も
の
、
以
上
の
二
種
類
に
分
け
て
設
立
さ
れ
て
い
た
。
当
時

は
未
だ
、
制
度
的
に
は
未
熟
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
漁
業
組
合
」
と
い
う
組
織
が

法
的
に
出
現
し
た
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
き
な
一
歩
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。

四
　「
漁
業
法
」
の
制
定
と
漁
業
組
合
の
設
立

　

現
在
の
漁
業
協
同
組
合
の
最
初
の
形
が
誕
生
し
た
の
は
、
明
治
三
四
（
一
九
〇

一
）
年
四
月
一
三
日
公
布
「
漁
業
法
」（
法
律
第
三
四
号
）
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の

「
漁
業
法
」
は
、
一
般
的
に
は
旧
漁
業
法
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
翌
三
五
年
七
月
か

ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
旧
漁
業
法
は
わ
が
国
に
お
け
る
最
初
の
統
一
的
漁
業
法
で
あ

る
。
そ
の
内
容
は
、
基
本
的
に
は
既
得
権
（
旧
慣
に
し
た
が
う
）
を
認
め
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
様
子
が
知
見
さ
れ
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
読
ん
で

み
よ
う
。

 

同
郡　
　

同
村　

同

 

浜
本　

孫
一

 

同
郡
上
怒
和
村
条
約
委
員

 

太
田
儀
平

 

同
郡　
　

同
村　

同

 

山
本　

長
次
郎

同
郡
粟
井
村

 

仲
裁
人
当
時
風
早
郡
ミ
ョ
ウ
村
外
五
ヶ
村
戸
長　

栗
原
隣
八

同
郡
津
和
地
村

同
郡　

同
村　

同

 

仲
裁
人
当
時
風
早
郡
元
怒
和
村
外
三
ヶ
村
戸
長　

八
原
昌
計

明
治
二
十
年
十
月
十
八
日

（
筆
写
稿
本
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
」、
写
真
集
「
二
神
漁
業
協
同
組

合
文
書
」
自
第
六
号
至
第
九
号
）

三
　「
漁
業
組
合
準
則
」
公
布
と
「
準
則
漁
業
組
合
」
の
設
立

　

明
治
一
八
（
一
八
八
五
）
年
農
商
務
省
に
水
産
局
が
設
置
さ
れ
た
の
を
機
に
、
漁

業
秩
序
の
維
持
を
目
的
と
し
て
、
翌
一
九
年
五
月
に
「
漁
業
組
合
準
則
」（
農
商
務

省
令
第
七
号
）
が
制
定
さ
れ
た
。
漁
村
に
漁
業
組
合
を
設
置
さ
せ
、
府
県
が
免
許
・

漁
業
取
締
・
魚
類
の
保
護
に
当
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
と
き
作
ら
れ
た
組
合
を
「
準

則
漁
業
組
合
」
と
も
い
う
。「
漁
業
組
合
」
と
い
う
呼
称
は
、
地
方
に
よ
っ
て
は
こ

れ
よ
り
以
前
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
が
、
わ
が
国
で
法
的
に
誕
生
し
た
の
は
こ
の
と
き

で
あ
る
。
こ
の
準
則
に
基
づ
き
全
国
で
三
五
二
の
漁
業
組
合
が
設
立
さ
れ
た
（
片
山
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こ
の
点
が
、「
漁
業
組
合
に
加
入
す
る
」、「
組
合
員
に
な
る
」
こ
と
へ
の
大
き
な
意

味
を
持
つ
も
の
と
な
っ
た
。
元
来
、
海
は
そ
の
地
先
に
住
む
漁
民
が
自
由
に
利
用
し

て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
組
合
が
漁
業
権
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
、
組
合
員
で
な

け
れ
ば
共
同
漁
業
権
の
区
域
内
で
漁
業
を
営
む
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
こ
と
に
な

る
。
結
果
と
し
て
、
こ
の
状
況
は
組
合
員
に
対
し
、
大
き
な
利
点
が
与
え
ら
れ
た
こ

と
に
な
り
、「
入
漁
権
」・「
入
漁
料
」
行
使
の
発
生
に
繫
が
っ
た
。
つ
ま
り
、
あ
る

組
合
の
共
同
漁
業
権
の
区
域
内
に
他
の
組
合
員
が
入
っ
て
漁
業
す
る
こ
と
を
「
入

漁
」
と
い
う
が
、「
入
漁
権
」
は
そ
の
区
域
内
の
漁
業
権
者
と
の
契
約
に
よ
っ
て
設

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
頃
の
わ
が
国
の
漁
村
は
、
漁
場
の
専
有
関
係
や
漁
業
権
・
漁
獲
物
の
利
用
な

ど
の
仕
方
が
各
地
に
よ
っ
て
異
な
り
、
構
造
的
に
も
複
雑
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

旧
制
度
と
利
害
関
係
、
漁
業
の
能
率
化
、
近
代
化
へ
の
推
進
な
ど
、
多
種
に
わ
た
る

意
見
が
噴
出
し
、
翌
三
五
年
に
は
有
志
に
よ
る
改
正
運
動
が
起
こ
る
と
い
う
状
況
で

あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
最
も
大
き
な
論
点
は
、
旧
漁
業
法
が
組
合
に
よ
る
漁
業
の
経

営
や
そ
の
他
の
経
済
的
行
為
を
認
め
て
は
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

こ
の
頃
成
立
の
漁
業
組
合
は
漁
業
権
の
管
理
団
体
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た

こ
と
へ
の
不
満
で
あ
る
。

　

実
に
、
こ
の
旧
漁
業
法
に
対
す
る
現
場
漁
業
者
か
ら
の
不
満
は
大
き
く
、
実
際
に

は
明
治
三
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
社
会
経
済
の
発
展
に
伴
い
各
種
の
経
済
事
業
を

行
う
漁
業
組
合
が
出
現
し
て
き
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
改
正
要
求
運
動
の
発
生
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
よ
り
一
〇
年
後
、「
漁
業
法
」
は
漁
業
組
合
の
発
展
を
促
進

す
る
方
向
に
改
正
さ
れ
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
四
月
に
「
改
正
漁
業
法
」（
法

律
第
五
八
号
）
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
し
た
が
い
、
同
年
一
二
月
に

「
漁
業
組
合
規
則
」
が
改
定
さ
れ
、「
漁
業
組
合
令
」
が
制
定
さ
れ
た
。

　

し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
と
き
の
改
正
で
も
漁
業
組
合
の
経
済
団
体
と
し
て

の
法
的
措
置
は
、
中
途
半
端
で
形
式
的
な
内
容
整
備
の
域
を
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
漁
業
組
合
を
、「
専
用
漁
業
権
の
保
有
主
体
で
あ
る
」

　
「
慣
行
ニ
因
ル
専
用
漁
業
免
許
願
書　

村
長
八
木
源
太
郎　

一　

漁
場
ノ
位

置
及
区
域　

別
紙
漁
場
図
之
通　

一　

漁
具
ノ
種
類　

魦
子
四
ツ
手
網　

一　

漁
獲
物
ノ
種
類　

魦
子　

一　

漁
業
時
期
一
月
ヨ
リ
七
月
迄　

一　

免
許
期
間　

弐
拾
ヵ
年　

前
記
ノ
通
、
従
来
ノ
慣
行
ニ
因
リ
専
用
漁
業
免
許
相
受
度
別
紙
漁

場
図
及
関
係
書
類
相
添
此
段
相
願
候
也
、　

明
治
三
十
六
年
六
月
二
十
五
日　

愛
媛
県
温
泉
郡
神
和
村
大
字
上
怒
和
七
拾
番
地　

上
怒
和
漁
業
組
合
長　

内
田

庫
吉
、
愛
媛
県
温
泉
郡
神
和
村
大
字
上
怒
和
六
拾
五
番
地　

下
怒
和
漁
業
組
合

長　

楊
原
浦
太
郎
、
愛
媛
県
温
泉
郡
神
和
村
大
字
二
神
拾
四
番
地　

二
神
漁
業

組
合
理
事　

二
神
仲
次
郎
、
外
四
名
、　

右
代
表
者　

二
神
漁
業
組
合
理
事　

二
神
仲
次
郎　

農
商
務
大
臣
男
爵
平
田
東
助
殿　

附
属
書
類
ノ
表
示　

一　

漁

場
図
正
副　

一　

慣
行
事
実
陳
述
書
ハ
由
利
湾
漁
場
専
用
願
ニ
添
付　

一　

証

拠
書　

拾
六
通
ハ
由
利
湾
漁
場
専
用
願
ニ
添
付
」

（
筆
写
稿
本
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
」、
写
真
集
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文

書
」
自
第
六
号
至
第
九
号
所
収
）

　

こ
の
「
漁
業
法
」
と
同
じ
く
し
て
「
漁
業
組
合
規
則
」
も
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ

は
、「
漁
業
法
」
が
旧
来
の
漁
場
利
用
の
慣
行
を
基
軸
に
し
た
法
体
系
で
あ
る
の
に

対
し
、「
従
来
の
漁
業
者
部
落
の
共
同
関
係
を
保
存
す
る
た
め
」
を
主
た
る
目
的
と

し
た
も
の
で
、
一
地
区
一
組
合
を
原
則
と
し
た
。
こ
こ
に
、
地
区
・
漁
業
権
・
漁
業

組
合
が
三
位
一
体
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
旧
漁
業
法
に
よ
る
漁
業
組
合
は
漁
業

権
管
理
団
体
で
あ
っ
て
、
経
済
事
業
を
行
う
団
体
と
し
て
の
方
向
性
は
持
っ
て
い
な

か
っ
た
。
こ
の
点
が
こ
の
後
の
漁
業
政
策
で
問
題
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

漁
政
と
現
場
の
漁
業
者
間
の
意
見
と
の
相
違
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
漁
業
法
は
組
合
に
対
し
、
そ
の
地
先
沖
合
五
〇
〇
間
ま
で
の
水

面
を
専
有
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
水
産
物
（
魚
・
藻
な
ど
）
を
採
取
す
る

権
利
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
が
現
在
の
共
同
漁
業
権
の
始
ま
り
で
あ
る
が
、
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し
く
は
入
漁
権
を
取
得
し
、
ま
た
は
漁
業
権
の
貸
付
を
請
け
、
組
合
員
の
漁
業

に
関
す
る
共
同
の
施
設
を
為
す
を
目
的
と
す
る
団
体
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

即
ち
、
漁
村
の
経
済
的
基
本
団
体
と
し
て
の
機
能
を
大
幅
に
拡
張
で
き
た
の
で

と
し
た
こ
の
点
を
、
明
確
に
し
た
こ
と
は
次
の
発
展
へ
の
第
一
歩
と
し
て
評
価
で
き

る
。

　

さ
て
、
こ
の
明
治
四
三
年
公
布
「
漁
業
法
」
を
、
旧
漁
業
法
に
対
し
「
改
正
漁
業

法
」
と
呼
ぶ
が
、
一
般
的
に
「
明
治
漁
業
法
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
の

「
改
正
漁
業
法
」
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
漁
業
法
は
旧
漁
業
法
を
さ
ら
に
前
進
さ
せ

た
も
の
で
、
組
合
に
共
同
施
設
を
設
置
し
、
今
後
の
わ
が
国
の
漁
業
の
基
と
な
っ
た

法
律
で
あ
る
。

　

こ
の
「
改
正
漁
業
法
」
は
、
終
戦
後
の
昭
和
二
三
（
一
九
四
八
）
年
に
実
施
さ
れ

た
漁
業
制
度
改
革
ま
で
、
何
回
か
の
改
定
を
経
験
し
な
が
ら
も
、
約
四
〇
年
間
実
際

に
機
能
し
た
法
律
で
あ
る
。
旧
漁
業
法
は
三
五
条
か
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ

の
改
正
漁
業
法
は
七
三
条
に
増
え
て
い
る
。
で
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
点
が

改
正
さ
れ
た
の
か
検
討
し
て
お
こ
う
。
主
た
る
改
正
点
は
以
下
の
三
つ
で
あ
る
。

①
漁
業
権
を
物
件
と
み
な
し
抵
当
権
が
認
め
ら
れ
た
。
旧
漁
業
法
で
は
漁
業
権
の

相
続
、
譲
渡
、
貸
付
は
で
き
た
が
担
保
に
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
漁
業
権
を
担
保
に
漁
業
資
金
を
借
り
た
い
と
い
う
要

望
が
あ
り
、
こ
の
実
状
を
請
け
「
改
正
漁
業
法
」
で
は
抵
当
権
が
付
与
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
旧
漁
業
法
で
は
入
漁
権
に
関
す
る
規
定
が

な
か
っ
た
が
、
漁
業
権
を
物
件
と
み
な
し
た
こ
と
に
よ
り
、
必
然
的
に
入
漁
権

に
対
す
る
規
定
も
必
要
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
入
漁
権
も
物
件
と
み
な
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
入
漁
権
は
物
件
で
は
あ
る
が
担
保
物
件
に
は
な
ら
な

い
。
相
続
、
譲
渡
の
目
的
に
は
な
る
と
し
て
い
る
。

②
十
分
と
は
言
え
な
い
が
、
経
済
事
業
を
営
め
る
方
向
に
改
正
さ
れ
た
。
漁
業
組

合
制
度
に
関
わ
る
も
の
で
、「
組
合
員
ノ
漁
業
ニ
関
ス
ル
共
同
ノ
施
設
ヲ
為
ス

ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
」（
第
四
三
条
）
と
あ
る
。
旧
漁
業
法
で
は
漁
業
権
管
理
機

能
の
み
認
め
ら
れ
た
組
合
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
改
正
の
意
義
は
大
き
く
評
価

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
漁
業
組
合
に
お
い
て
共
同
販
売
、
信
用
事
業
な
ど
の

経
済
活
動
の
途
が
初
め
て
開
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。「
漁
業
組
合
は
漁
業
権
も

表 3　漁業組合数の増加一覧
 （『愛媛の漁業と県漁連』愛媛県漁連 2000年）
年代（西暦） 組合数 増加数 備　　考

明治 22（1889）年 392 明治 19年「漁業組合準則」公布によって設立された漁業組合
明治 39（1906）年 3,134 2,742 明治 34年「旧漁業法」公布以後急激に設立された漁業組合
明治 44（1911）年 3,528 394 明治 43年「改正漁業法」公布以後設立の漁業組合

あ
る
。

③
漁
業
の
監
督
制
度
が
充
実
さ
れ
た
。
漁
業
取
締
り
が
強

化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
改
正
漁
業
法
」
に
よ
っ
て
漁
業
組
合
の
目
的
が
広
が
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
後
の
組
合
活
動
は
盛
ん
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
現
実
と
し
て
は
、
こ
の
漁
業
法
改
正
の
後
も
大
部

分
の
組
合
は
、
依
然
と
し
て
漁
業
権
管
理
組
合
の
域
に
止
ま

っ
て
い
た
こ
と
は
既
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

　

ま
た
他
方
、
各
地
区
に
設
立
さ
れ
た
組
合
を
基
軸
に
漁
業

を
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
政
府
側
の
意
図
も
汲
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。
政
府
が
組
合
を
積
極
的
に
指
導
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
漁
業
組
合
の
数
は
急
激
に
増
加
し
た
こ
と
か
ら
も
分
か

る
。
こ
の
時
期
に
は
、
二
神
島
周
辺
で
も
組
合
が
結
成
さ
れ

て
い
る
。

　

組
合
数
の
全
国
的
増
加
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
明
治
三

九
（
一
九
〇
六
）
年
に
お
け
る
、
組
合
の
増
加
数
二
、
七
四

二
件
は
驚
異
的
で
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
表
3

参
照
）。

　

と
こ
ろ
で
、
漁
業
権
の
種
類
は
定
置
漁
業
権
・
区
画
漁
業

権
・
特
別
漁
業
権
・
専
用
漁
業
権
（
こ
れ
に
は
地
先
水
面
専

用
漁
業
権
と
慣
行
専
用
漁
業
権
と
が
あ
る
）
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
こ
れ
ら
四
種
の
漁
業
権
に
つ
い
て
少
々
説
明
を
し

て
お
こ
う
。
村
の
前
海
は
入
会
で
地
元
に
権
利
が
あ
る
。
こ

れ
を
専
用
漁
業
権
と
す
る
。
こ
れ
は
原
則
と
し
て
地
元
の
漁
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さ
れ
て
い
る
。
保
存
状
態
が
良
い
の
で
手
に
と
っ
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
所
在
地

温
泉
郡
神
和
村
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
採
訪
当
時
（
一
九
五
一
年
一
二
月
頃
）
に

は
、
こ
の
島
に
二
神
漁
業
協
同
組
合
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
筆
写

稿
本
の
原
稿
に
は
、
す
で
に
文
書
番
号
が
付
さ
れ
て
い
た
の
で
、
今
回
は
こ
の
旧
番

号
に
し
た
が
い
、
簡
単
な
文
書
目
録
を
作
成
す
る
こ
と
に
し
た
。
筆
写
稿
本
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
文
書
の
内
容
を
分
り
易
く
す
る
た
め
、
西
暦
・
和
暦
・
標
題
・
作
成

者
・
宛
名
を
記
載
し
、
次
に
示
す
表
4
の
よ
う
な
目
録
を
作
成
し
た
。
文
書
点
数
は

四
〇
点
に
な
っ
た
。

　

筆
写
稿
本
な
の
で
、
文
書
の
形
態
が
判
然
と
仕
兼
ね
る
も
の
も
あ
る
。
綴
な
ど
も

一
点
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
枝
番
を
付
し
、
で
き

る
限
り
元
の
ま
ま
の
状
態
で
の
作
成
を
試
み
た
。

　

明
治
四
二
年
五
月
「
組
合
員
年
中
行
事
調
書
」（
№
1
）
は
、
二
神
村
漁
業
組
合

年
中
行
事
調
査
書
と
あ
り
、
一
月
〜
一
二
月
迄
、
漁
業
を
中
心
と
し
た
行
事
が
記
さ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
一
月
中　

一
、
鮑
突
、
サ
ザ
エ
突
、
ナ
メ
コ
突
、
漁
業

者
は
日
々
従
事
ス
。　

一
、
二
十
日
頃
ヨ
リ
鹿
尾
藻
採
取
ニ
従
事
ス
。　

一
、
章
魚
壺

配
縄
漁
業
者
ハ
三
田
尻
地
方
ヨ
リ
壺
の
購
入
ヲ
ナ
ス
。　

一
、
雑
魚
網
師
ハ
専
ら
操

業
ス
。（
以
下
略
）」

　

明
治
四
二
年
九
月
「
二
神
漁
業
組
合
事
蹟
」（
№
2
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
載

が
あ
る
。　

一
、
位
置
・
名
称　

温
泉
郡
神
和
村
大
字
二
神　

二
神
漁
業
組
合　
　

二
、
地
区　

海
岸
線
ノ
延
長
、
二
神
島
は
安
芸
灘
中
ノ
孤
島
ニ
シ
テ
二
神
・
油
利
ノ

二
島
ト
四
個
ノ
無
人
島
ヲ
以
テ
一
地
区
ト
シ
（
略
）。　

一
、
組
合
員
数
百
五
十
人　
　

一
、
漁
獲
高　

鰮
地
引　

三
、
六
〇
〇
円
、
玉
筋
魚
仙　

三
、
〇
〇
〇
円
、
網
釣　

三
、
三
二
五
円
な
ど
計
二
一
、
八
五
七
円
（
以
下
略
）。」
な
ど
詳
細
に
記
さ
れ
て
い

る
。

　

明
治
三
六
年
六
月
二
五
日
「
慣
行
ニ
因
ル
専
用
漁
業
免
許
願
書
」（
№
3
―

1
）

業
者
に
付
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

定
置
漁
業
権
（
定
置
網
漁
業
な
ど
）
は
、
組
合
に
免
許
し
、
そ
の
権
利
を
大
経
営

者
に
賃
貸
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
養
殖
関
係
な
ど
、
た
と
え
ば
、
牡
蠣
漁
な
ど

は
筏
を
作
っ
て
海
中
に
吊
る
す
た
め
そ
の
場
所
の
海
面
を
独
占
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
こ
う
い
っ
た
水
面
を
区
画
し
て
漁
業
を
す
る
権
利
を
区
画
漁
業
権
と
い
う
。

　

以
上
こ
れ
ら
三
つ
に
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
を
特
別
漁
業
権
と
い
う
。
た
と
え

ば
、
地
曳
網
、
河
豚
、
鯨
漁
な
ど
は
定
置
・
区
画
以
外
と
な
り
担
当
大
臣
の
免
許
が

必
要
な
漁
業
で
あ
る
。

　

因
み
に
こ
こ
で
付
言
し
て
置
き
た
い
。
漁
業
者
が
出
資
し
て
責
任
組
織
と
し
て
、

購
買
・
販
売
事
業
を
営
む
経
済
団
体
と
し
て
の
「
漁
業
協
同
組
合
」
が
制
度
的
に
成

立
す
る
の
は
、
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
三
月
の
「
改
正
漁
業
法
」（
法
律
第
三
三

号
）
を
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

以
上
、
明
治
三
四
年
「
漁
業
法
」（
旧
漁
業
法
）
と
明
治
四
三
年
「
漁
業
法
」（
改

正
漁
業
法
）
と
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
改
正
点
に
つ
い
て
概
略
解
説
し
て
み

た
。
結
論
と
し
て
、「
旧
漁
業
法
」
は
、
わ
が
国
の
漁
業
及
び
漁
場
占
有
利
用
関
係

の
歴
史
的
展
開
を
ふ
ま
え
、
漁
業
制
度
の
基
本
的
構
成
を
最
初
に
作
り
上
げ
た
法
律

で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
点
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
改
正
漁
業
法
」
は
「
旧
漁
業
法
」
の
基
本
的
構
成
を
変
え
た
も
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の
上
に
立
脚
し
、
資
本
主
義
経
済
の
発
展
・
近
代
日
本
漁
業
の

発
達
促
進
へ
の
適
合
を
企
図
し
た
改
正
法
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
わ
が
国
の
漁
業

を
新
し
い
時
代
へ
と
導
く
た
め
の
改
正
法
公
布
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
も
の
で
そ
の

意
義
は
大
き
い
。

五
　
筆
写
稿
本
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
目
録
」
を
作
る

　

中
央
水
産
研
究
所
図
書
資
料
館
と
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
の
双
方
に

は
、「
二
神
村
漁
業
協
同
組
合
文
書
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
つ
い
た
筆
写
稿
本
が
残
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表 4　筆写稿本「二神漁業協同組合文書目録」
 （旧整理番号順）

№ 西暦 和　暦 標　題 作　成　者 宛　名
1 1909 明治 42年 5月 組合員年中行事調書 二神村漁業組合
2 1908 明治 41年 9月 二神漁業組合事蹟
3 1903 明治 36年 6月 25日 入会漁場慣行ニ因ル専用漁業免許願

書（綴）
二神漁業組合事務所

3-1 1903 明治 36年 6月 25日 慣行ニ因ル専用漁業免許願書 （二神漁業組合事務
所）

農商務大臣男爵平田
東助殿

3-2 1903 明治 36年 6月 25日 二タ子漁場慣行事実陳述書 二神漁業組合理事二
神仲次郎他 2名

農商務大臣男爵平田
東助殿

3-3 1875 明治 8年 11月 20日 藻磯拝借之儀ニ付願、条約証など綴 風早郡元怒和村組頭
三好一二三他 2名

愛媛県権令岩村高俊
殿

3-4 1903 明治 36年 6月 25日 慣行水面専用漁業免許願ニ付添申 二神漁業組合理事　
二神仲次郎他 6名

温泉郡長大道寺一善
殿

3-5 1903 明治 36年 6月 25日 慣行ニ因ル専用漁業免許願書 二神漁業組合理事二
神仲次郎他 5名

農商務大臣男爵平田
東助殿

3-6 1903 明治 36年 6月 25日 慣行ニ因ル専用漁業免許願書 神浦漁業組合理事吉
岡富蔵他 5名

農商務大臣男爵平田
東助殿

3-7 1903 明治 36年 6月 25日 慣行ニ因ル専用漁業免許願書 二神漁業組合理事二
神仲次郎他 3名

農商務大臣男爵平田
東助殿

3-8 1903 明治 36年 6月 25日 慣行ニ因ル専用漁業免許願書 津和地漁業組合組長
重松良太郎他 3名

農商務大臣男爵平田
東助殿

4 1910 明治 43年 6月 行政訴訟ニ関スル書類（綴） 二神漁業組合
4-1 1910 明治 43年 7月 5日 御届（行政訴訟ノ提起並処分執行停

止届）
二神漁業組合理事二
神団四郎

行政裁判所長官山脇
玄殿

4-2 1910 明治 43年 9月 24日 郵便送達証書（執行停止決定通知） 行政裁判所訴訟課 二神団四郎宛
4-3 1910 明治 43年 11月 8日 水第二五八八号　答弁書（事実及理

由）
被告農商務大臣男爵
大浦兼武

行政裁判所長山脇玄
殿

4-4 1910 明治 43年 12月 1日 到着御届 二神漁業組合理事二
神団四郎

行政裁判所御中

4-5 1910 明治 43年 11月 9日 期日呼出状（出頭命令） 原告二神団四郎殿 行政裁判所
4-6 1910 明治 43年 12月 3日 口頭審問期日変更申請 水産局書記官鈴木英

雄、原告二神団四郎
行政裁判所長官山脇
玄殿

4-7 1910 明治 43年 12月 3日 請書（訴訟事件ノ証拠物） 二神漁業組合理事二
神団四郎

行政裁判所長官山脇
玄殿

4-8 1910 明治 43年 11月 28日 電報（官報グンショキジンモンリウ
ホ）

ギョウセイサイバン 二カミギョウセイク
ミアイ

4-9 1910 明治 43年 12月 18日 書状綴（専用漁業一件につき） 二神漁業組合理事二
神団四郎

鈴木漁政課長殿　閣
下

4-10 1910 明治 43年 11月 25日 漁業免許ノ処分カ措置ノ誤リシ義ニ
付具状等綴

二神漁業組合理事二
神団四郎他

二神漁業組合理事二
神団四郎

4-11 1910 明治 43年 12月 18日 書状綴（専用漁業一件につき） 二神漁業組合理事二
神団四郎

道家水産局長殿　閣
下

4-12 1911 明治 44年 1月 16日 期日呼出状（裁判所へ出頭のこと） 二神漁業組合理事二
神団四郎殿

行政裁判所

4-13 1911 明治 44年 1月 27日 書状（組合の漁権ニ関スル行政訴訟
一件）等

二神漁業組合理事二
神団四郎

鈴木漁政課長殿　閣
下

4-14 1911 明治 44年 1月 27日 電報送達紙綴（裁判の延期） 二神漁業組合
4-15 1911 明治 44年 2月 9日 書状綴（専用漁業一件につき） 二神漁業組合理事二

神団四郎
鈴木漁政課長殿　閣
下

4-16 1911 明治 44年 2月 13日 期日呼出状綴（裁判所へ出頭のこと
等）

行政裁判所 二神団四郎殿



147

愛媛県二神島の漁業制度改革

は
、
作
成
は
二
神
漁
業
組
合
事
務
所
に
よ
る
も
の
で
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
村
長
八

木
源
太
郎
と
あ
る
。
農
商
務
大
臣
男
爵
平
田
東
助
宛
に
作
成
さ
れ
、
付
属
書
類
と
し

て
、
漁
場
図
正
副
二
通
、
慣
行
事
実
陳
述
書
一
通
、
証
拠
書
一
通
、
参
考
書
一
通
と

あ
る
。
出
願
者
は
、
上
怒
和
漁
業
組
合
組
長　

内
田
庫
吉
、
元
怒
和
漁
業
組
合
組
長

柳
原
浦
太
郎
、
二
神
漁
業
組
合
理
事
二
神
仲
次
郎
と
記
さ
れ
、
右
代
表
、
元
怒
和
漁

業
組
合
組
長
柳
原
浦
太
郎
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

明
治
三
六
年
六
月
二
五
日
「
二
タ
子
漁
場
慣
行
事
実
陳
述
書
」（
№
3
―

2
）
は
、

二
タ
子
入
会
漁
場
ハ
忽
那
漁
場
ノ
一
部
ニ
シ
テ
神
和
村
怒
和
島
ト
二
神
島
ト
ノ
間
ニ

ア
リ
テ
（
略
）
な
ど
と
慣
行
の
事
実
を
記
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
差
出
人
は
、
上

怒
和
漁
業
組
合
組
長　

内
田
庫
吉
、
元
怒
和
漁
業
組
合
組
長
柳
原
浦
太
郎
、
二
神
漁

業
組
合
理
事
二
神
仲
次
郎
と
あ
る
。
こ
の
三
者
は
利
害
が
一
致
す
る
同
士
な
の
で
あ

ろ
う
。

　

明
治
八
年
一
一
月
二
〇
日
「
藻
磯
拝
借
之
儀
ニ
付
願
」（
№
3
―

3
）
は
、
風
早
郡

元
怒
和
村
組
頭
三
好
一
二
三
、
同
区
同
郡
上
怒
和
村
組
頭
野
間
茂
樹
、
二
神
仲
次
郎

の
三
名
が
愛
媛
県
権
令
岩
村
高
俊
殿
に
宛
て
た
藻
取
の
願
書
で
あ
る
。「
拝
借
料
上

納
仕
ニ
付
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
の
関
連
書
類
と
し
て
、
同
時
に
、
絵
図
や
明

治
二
〇
年
一
〇
月
一
八
日
「
条
約
証
」
な
ど
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
明
治
二
〇
年
一
〇

月
一
八
日
「
条
約
証
」
は
、
論
地
二
子
島
つ
い
て
和
解
の
判
決
。
上
二
子
島
・
下
二

子
島
の
所
有
に
つ
い
て
、「
元
怒
和
村
・
上
怒
和
村
・
二
神
村
三
ヶ
村
共
有
ト
ス
」

と
い
っ
た
内
容
が
条
々
さ
れ
て
い
る
。

　

明
治
三
六
年
六
月
二
五
日
「
慣
行
水
面
専
用
漁
業
免
許
願
ニ
付
添
申
」（
№
3
―

4
）、
小
市
入
会
漁
場
出
願
申
請
書
類
で
あ
る
。
出
願
者
は
二
神
漁
業
組
合
理
事
二

神
仲
次
郎
、
神
浦
漁
業
組
合
理
事
吉
岡
富
蔵
、
宇
和
間
漁
業
組
合
理
事
大
内
在
樹
、

上
怒
和
漁
業
組
合
組
長
内
田
庫
吉
、
元
怒
和
漁
業
組
合
組
長
楊
原
浦
太
郎
、
津
和
地

№ 西暦 和　暦 標　題 作　成　者 宛　名
4-17 1911 明治 44年 2月 18日 書状綴（専用漁業一件につき） 二神漁業組合理事二

神団四郎
鈴木英雄漁政課長殿　
閣下

4-18 1911 明治 44年 3月 13日 書状綴（専用漁業一件につき） 二神漁業組合理事二
神団四郎

鈴木漁政課長殿　閣
下

4-19 1911 明治 44年 3月 20日 期日呼出状綴（裁判所へ出頭のこと
等）

行政裁判所 二神団四郎殿

4-20 1911 明治 44年　　　 （二神漁業組合経費決算書等綴） （二神漁業組合）
4-21 1911 明治 44年 7月 1日 上申書（無償ノ入漁権御認メ下され

度）
今治漁業組合理事砂
田俊吉

農商務大臣男爵大浦
兼武殿

4-22 1911 明治 44年 7月 21日 水産局川久保書記官熊木殿来県に付
綴（陳情書等）

二神漁業組合理事二
神団四郎他

4-23 1911 明治 44年 7月 8日 書状（来県への礼と旧慣認可を陳
情）

二神漁業組合理事二
神団四郎

川久保書記官熊木技
師殿

4-24 1911 明治 44年 7月 29日 書状（旧慣認可願上） 二神漁業組合理事二
神団四郎

道家水産局長鈴木漁
政課長他

4-25 1911 明治 44年 12月 24日 電報送達紙（今治ヘキタシ） マツ（文書課長） 二神団四郎殿
4-26 1911 明治 44年 12月 専用漁業免許願綴（鯛・鰈・ハマ

チ・鱸等）
二神漁業組合理事二
神団四郎

農商務大臣男爵牧野
伸顕殿

4-27 私報　控（ゴツゴウウケタマワリタ
シ）

二神団四郎 クマキジヘイ

4-28 1911 明治 44年 7月 4日 請書（本組合出願の専用漁業免許に
関して）

二神漁業組合理事二
神団四郎

農商務大臣男爵大浦
兼武殿

4-29 1912 明治 45年 1月 18日 行政訴訟取下申請 二神漁業組合理事二
神団四郎

行政裁判所長官山脇
玄殿

4-30
（止）

1912（明治　）2月 20日 書状（今回御免許の恩沢を蒙るにつ
き御礼申述）

二神漁業組合理事二
神団四郎

道家・鈴木・熊木・
川久保・松殿
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以
上
が
筆
写
稿
本
「
二
神
漁
業
組
合
文
書
」
に
つ
い
て
の
概
略
説
明
で
あ
る
。
こ

の
筆
写
稿
本
に
所
収
の
文
書
数
よ
り
か
な
り
多
い
組
合
文
書
が
写
真
集
に
な
っ
て
常

民
研
図
書
室
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
参
考
に
な
る
。
ま
た
、
現
地
二
神
島
に
は
漁

業
組
合
文
書
が
こ
の
他
に
も
多
数
残
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
年
度
も
写
真
撮
影
隊
が

調
査
に
入
っ
て
写
真
に
収
め
て
き
て
い
る
。
こ
の
状
況
か
ら
み
て
、
さ
ら
に
写
真
集

（
文
書
数
）
は
増
え
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
九
五
〇
年
代
初
頭
、
全
国
の
漁
業
史
料
を
借
用
し
必
要
に
応
じ
て

筆
写
を
し
た
こ
れ
ら
の
筆
写
稿
本
は
、
全
部
で
六
六
三
史
料
群
に
及
ぶ
が
、
二
神
島

が
属
し
て
い
る
愛
媛
県
内
に
限
る
と
ど
の
く
ら
い
の
史
料
群
が
残
さ
れ
て
い
る
の

か
、
参
考
と
し
て
表
5
に
ま
と
め
た
。
筆
写
稿
本
愛
媛
県
関
係
の
み
で
一
九
件
を
数

え
る
。
こ
れ
ら
一
件
ご
と
に
多
数
の
文
書
史
料
が
解
読
筆
写
さ
れ
収
め
ら
れ
て
い
る
。

六
　（
組
織
設
定
）
二
神
漁
業
協
同
組
合
の
成
立

　

昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
の
世
界
恐
慌
は
、
農
山
漁
村
の
窮
乏
化
に
拍
車
を
か
け

た
。
こ
れ
よ
り
以
前
か
ら
徐
々
に
進
行
し
て
い
た
漁
村
経
済
の
困
窮
化
は
昭
和
恐
慌

に
よ
っ
て
極
点
に
達
し
た
。
漁
村
経
済
の
更
正
と
い
う
意
味
も
あ
っ
て
漁
業
組
合
を

中
心
に
据
え
、
漁
業
権
制
度
の
充
実
（
地
先
水
面
の
合
理
的
利
用
）
が
図
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
、「
漁
業
法
」
の
一
部
改
正

が
行
わ
れ
組
合
は
産
業
組
合
化
し
た
。
つ
ま
り
、
昭
和
八
年
の
「
改
正
漁
業
法
」

（
法
律
第
三
三
号
）
に
よ
り
、
漁
業
組
合
は
、
有
限
・
無
限
・
保
証
の
三
種
の
責
任
制

度
を
と
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
責
任
組
織
の
組
合
の
う
ち
出
資

組
合
は
「
漁
業
協
同
組
合
」（
い
わ
ゆ
る
漁
協
）
と
し
て
、
他
の
非
出
資
の
漁
業
組
合

と
は
区
別
さ
れ
た
。
こ
の
出
資
制
を
と
る
漁
業
協
同
組
合
（
漁
協
）
は
、
組
合
員
の

生
産
物
の
加
工
・
保
蔵
・
運
搬
・
販
売
な
ど
の
経
済
行
為
を
営
む
ほ
か
、
組
合
員
を

対
象
と
す
る
資
金
の
貸
付
や
漁
業
の
自
営
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
大
き

怒
和
漁
業
組
合
組
長
重
松
良
太
郎
、
代
表
者
神
浦
漁
業
組
合
理
事
吉
岡
富
蔵
と
あ

る
。
以
下
№
3
―

5
〜
3
―

8
ま
で
同
様
に
し
て
慣
行
水
面
専
用
漁
業
免
許
願
で
あ
る
。

　

明
治
四
三
年
六
月
「
行
政
訴
訟
ニ
関
ス
ル
書
類
（
綴
）」（
№
4
―

1
〜
4
―

30
）、

二
神
漁
業
組
合
に
お
け
る
行
政
裁
判
に
関
す
る
書
類
が
一
式
綴
ら
れ
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
二
神
漁
業
組
合
の
代
表
は
二
神
団
四
郎
と
な
っ
て
い
る
が
、
文
書
の
宛

名
に
注
目
す
る
と
、
農
商
務
大
臣
男
爵
大
浦
兼
武
、
同
牧
野
伸
顕
、
行
政
裁
判
所
長

官
山
脇
玄
、
道
家
水
産
局
長
、
鈴
木
英
雄
漁
政
課
長
、
松
文
書
課
長
、
川
久
保
書
記

官
、
熊
木
技
師
な
ど
多
様
な
人
物
が
登
場
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。「
行
政
訴
訟
ノ

提
起
并
ニ
行
政
処
分
ノ
執
行
停
止
願
ニ
関
ス
ル
決
録
ノ
写
御
届
」
と
あ
り
、
行
政
裁

判
所
長
官
法
学
博
士
山
脇
玄
宛
に
、
提
起
し
た
の
は
二
神
漁
業
組
合
理
事
二
神
団
四

郎
で
あ
る
。
提
起
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
本
組
合
所
属
ノ
二
神
・
油
利
漁
場
内
ニ
於
ケ
ル
慣
行
ニ
因
ル
水
面
専
用
願
ニ
関

シ
、
農
商
務
大
臣
ニ
於
テ
免
許
ヲ
拒
否
セ
ラ
レ
タ
ル
漁
業
ノ
種
類
ニ
付
、
明
治
四
十

三
年
六
月
二
十
日
ヲ
以
テ
、
行
政
訴
訟
ノ
提
起
并
ニ
行
政
処
分
ノ
執
行
停
止
ヲ
出
願

仕
、
該
件
ニ
付
本
組
合
ノ
臨
時
総
会
ノ
決
議
書
及
決
議
案
ノ
謄
本
、
別
紙
ノ
通
ニ
候

間
御
届
申
上
候
也
」
と
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
訴
訟
は
解
決
し
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
語
る
文
書
が
い
っ
し
ょ
に
綴

ら
れ
て
い
る
。
明
治
四
四
年
七
月
四
日
「
請
書
」（
№
4
―

28
）
と
、
明
治
四
五
年
一

月
一
八
日
「
行
政
訴
訟
取
下
申
請
」（
№
4
―

29
）
の
二
通
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
間

の
事
情
を
伝
え
る
二
月
二
十
日
付
書
状
（
道
家
水
産
局
長
、
鈴
木
漁
政
課
長
、
熊
木

技
師
宛
）
が
一
通
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
二
神
漁
業
組
合
側
の
提
起
が

認
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
た
い
と
い
う
感
謝
の
書
状
（
№

4
―

30
）
で
あ
る
。
常
民
研
所
蔵
の
「
二
神
司
朗
家
文
書
」
に
登
場
し
て
い
る
二
神

団
四
郎
が
漁
業
組
合
の
理
事
と
し
て
漁
業
経
営
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
史

料
で
注
目
さ
れ
る
。
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愛媛県二神島の漁業制度改革

表 5　筆写稿本掲載近隣の史料群
 （愛媛県関係）

№ 史料群 所蔵者 採訪地（当時） 採訪地（現在） 採訪年 備　考
1 名取区有文書 名取区 西宇和郡神松名村

名取
西宇和郡伊方町
名取

1951（昭和 26年） 2冊

2 二神漁業協同組合文書 二神漁業協同組
合

温泉郡神和村二神 松山市二神 1951（昭和 26年）

3 元怒和漁業協同組合文書 元怒和漁業協同
組合

温泉郡神和村元怒
和

松山市元怒和 1951（昭和 26年）

4 上怒和漁業協同組合文書 上怒和漁業協同
組合

温泉郡上怒和村 松山市上怒和 1951（昭和 26年）

5 中島町役場文書 中島町役場 温泉郡中島町大浦 松山市中島大浦 1951（昭和 26年）
6 西中島村役場文書 西中島村役場 温泉郡中島町 松山市中島 1951（昭和 26年）
7 三好八重家文書 三好八重 西宇和郡四ツ浜村

田部
西宇和郡伊方町
田部

1951（昭和 26年）

8 藤井家文書 藤井家 西宇和郡川之石町 八幡浜市保内町
川之石

1951（昭和 26年）

9 井野浦区有文書 井野浦区 西宇和郡三崎町井
野浦

西宇和郡三崎町
井野浦

1951（昭和 26年）

10 大佐田区有文書 大佐田区 西宇和郡三崎町大
佐田

西宇和郡伊方町
大佐田

1951（昭和 26年）

11 佐田区有文書 佐田区 西宇和郡三崎町佐
田

西宇和郡伊方町
佐田

1951（昭和 26年）

12 加藤平馬家文書 奥山義雄 西宇和郡三崎町高
浦

西宇和郡伊方町
高浦

1951（昭和 26年）

13 奥山義雄家文書 奥山義雄 西宇和郡三机村三
机

西宇和郡伊方町
三机

1951（昭和 26年）

14 阿部満家文書 阿部満 西宇和郡三机村塩
成

西宇和郡伊方町
塩成

1951（昭和 26年）

15 北灘漁業協同組合文書 北灘漁業協同組
合

西宇和郡北灘村家
次

宇和島市津島町
北灘家次

1950（昭和 25年） 1巻、2巻

16 谷本保山収集文書 谷本保山 西宇和郡八幡浜市
海老崎町

八幡浜市海老崎 1951（昭和 26年）

17 二名津区有文書 二名津区 西宇和郡神松名村
二名津

西宇和郡伊方町
二名津

1951（昭和 26年）

18 山本隆一家文書 山本隆一 西宇和郡神松名村
松

西宇和郡伊方町
松

1951（昭和 26年）

19 宇都宮たね子家文書 宇都宮たね子 西宇和郡神松名村
松

西宇和郡伊方町
松

1951（昭和 26年）

（国立研究開発法人水産総合研究センター中央水産研究所・神奈川大学日本常民文化研究所架蔵筆写稿本参照）



150

い
く
様
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

二
神
漁
業
組
合
の
組
織
設
定
漁
業
協
同
組
合
関
係
史
料
は
写
真
集
で
見
る
こ
と
が

で
き
、
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
昭
和
一
〇
年
五
月
「
保
証
責
任
二
神
漁
業
協
同

組
合
原
簿
」
組
合
長
理
事
茂
木
茂
太
郎
（
第
一
冊
）。
昭
和
一
二
年
一
月
「
保
証
責

任
二
神
漁
業
協
同
組
合
追
加
原
簿
」
組
合
長
茂
木
茂
太
郎
（
第
二
冊
）。
昭
和
一
三

年
「
保
証
責
任
二
神
漁
業
協
同
組
合
追
加
原
簿
」
茂
木
茂
太
郎
（
第
三
冊
）。
昭
和

一
五
年
一
月
「
保
証
責
任
二
神
漁
業
協
同
組
合
追
加
原
簿
」
茂
木
茂
太
郎
（
第
四

冊
）。
昭
和
一
六
年
一
月
「
保
証
責
任
二
神
漁
業
協
同
組
合
追
加
原
簿
」
組
合
長
茂

木
茂
太
郎
（
第
五
冊
）。
昭
和
一
七
年
一
月
「
保
証
責
任
二
神
漁
業
協
同
組
合
追
加

原
簿
」
組
合
長
浜
本
森
太
郎
（
第
六
冊
）。
昭
和
一
七
年
一
月
「
保
証
責
任
二
神
漁

業
協
同
組
合
追
加
原
簿
」
組
合
長
浜
本
森
太
郎
（
第
七
冊
）。
昭
和
一
八
年
一
月

「
保
証
責
任
二
神
漁
業
協
同
組
合
追
加
原
簿
」
組
合
長
浜
本
森
太
郎
（
第
七
冊
）。
昭

和
一
九
年
一
月
「
保
証
責
任
二
神
漁
業
協
同
組
合
追
加
原
簿
」
組
合
長
浜
本
森
太
郎

（
第
八
冊
）
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
写
真
集
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
」
一
〇

号
〜
一
二
号
参
照
）。

　

上
記
の
写
真
史
料
及
び
、
次
に
示
す
表
6
に
よ
っ
て
、
二
神
漁
業
組
合
は
、「
改

正
漁
業
法
」（
法
律
第
三
三
号
）
に
し
た
が
い
昭
和
一
〇
年
七
月
二
三
日
「
保
証
責
任

二
神
漁
業
協
同
組
合
」
と
し
て
認
可
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

表
6
の
記
載
は
昭
和
一
六
年
末
の
実
績
に
基
づ
い
て
、
同
一
七
年
に
刊
行
さ
れ
た

も
の
を
参
考
に
し
て
い
る
。「
保
協
」
は
保
証
責
任
、「
無
協
」
は
無
限
責
任
、「
有

協
」
は
有
限
責
任
の
組
合
（
組
織
）
を
示
し
て
い
る
（
法
律
第
三
三
号
四
三
条
ノ
五
）。

　

抑
々
、
漁
業
組
合
に
は
出
資
組
合
と
非
出
資
組
合
が
あ
る
。
出
資
組
合
に
は
保
証

責
任
漁
業
協
同
組
合
・
無
限
責
任
漁
業
協
同
組
合
・
有
限
責
任
漁
業
協
同
組
合
が
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
漁
業
協
同
組
合
」
と
呼
称
さ
れ
る
の
は
出
資
組
合
に
対

し
て
の
み
で
あ
る
（
法
律
第
三
三
号
四
三
条
ノ
二
）。
こ
の
改
正
は
、
経
済
恐
慌
と
漁

業
不
振
に
よ
っ
て
疲
弊
し
た
漁
村
の
更
生
と
商
業
資
本
か
ら
の
離
脱
を
ね
ら
っ
た
画

期
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
経
済
団
体
と
し
て
の
「
協
同
組
合
」

な
改
正
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
を
も
っ
て
漁
業
協
同
組
合
は
相
互
扶
助
を

基
本
と
し
た
漁
村
経
済
の
中
枢
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
八
年
の
改
正
の

要
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
漁
業
組
合
の
目
的
と
し
て
、
組
合
員
の
経
済
発
展
に
必
要
な
共
同
の
施
設
を
設

置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
特
定
の
経
済
行
為
を
行
う
漁
業
組
合
は
、
出
資
制
を
と
る
。

③
漁
業
協
同
組
合
に
漁
業
者
で
な
い
者
も
加
入
で
き
る
。
つ
ま
り
、
漁
業
と
関
係

な
い
人
で
も
出
資
す
れ
ば
組
合
員
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

④
漁
業
協
同
組
合
に
漁
業
自
営
の
道
を
開
い
た
。

⑤
漁
業
協
同
組
合
の
共
同
施
設
の
員
外
利
用
を
認
め
た
。

　

こ
の
改
正
に
お
い
て
、
①
・
②
・
④
は
、
永
年
水
産
業
界
か
ら
要
望
さ
れ
て
い
た

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
要
望
の
実
現
を
み
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
の
「
改
正
漁
業
法
」
で
漁
業
組
合
が
実
施
す
る
こ
と
が
で
き

る
事
業
、
認
可
さ
れ
た
施
設
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
具
体
的
に
示
し
て

お
こ
う
。

　

○
水
産
動
植
物
の
蕃
殖
保
護
、
そ
の
他
漁
場
の
利
用
に
関
す
る
施
設
、
○
船
溜
、

船
着
場
、
漁
礁
そ
の
他
組
合
員
の
漁
業
に
必
要
な
設
備
の
設
置
、
組
合
員
の
漁
獲
物

そ
の
他
の
生
産
物
の
加
工
、
保
蔵
、
運
搬
、
販
売
に
関
す
る
施
設
、
○
組
合
員
の
遭

難
防
止
、
ま
た
は
遭
難
救
恤
に
関
す
る
施
設
な
ど
と
あ
る
（「
漁
業
法
」
第
四
三
条
二

項
参
照
）。

　

こ
の
「
改
正
漁
業
法
」
に
し
た
が
い
、
二
神
漁
業
組
合
で
も
漁
協
へ
の
組
織
設
定

が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
時
の
史
料
を
写
真
集
の
な
か
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和

一
〇
年
一
月
「
保
証
責
任
二
神
漁
業
協
同
組
合
原
簿
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
昭
和
一
〇

年
〜
同
一
八
年
ま
で
の
組
織
設
定
に
関
す
る
原
簿
が
残
さ
れ
て
い
る
（
写
真
集
「
二

神
漁
業
協
同
組
合
文
書
」
一
〇
号
〜
一
二
号
）。
他
に
、
昭
和
一
九
年
「
二
神
漁
業
会
」

登
記
簿
抄
本
も
綴
じ
ら
れ
て
い
て
貴
重
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
二
神
漁
業
組
合
文
書
の
中
か
ら
組
織
設
定
漁
業
協
同
組
合
に
移
行
し
て
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の
基
礎
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
改
正
に
よ
る
組
合
規
約
は
一
三
二
条
に
お
よ
ぶ
も
の
で
、
主
な

改
正
点
は
、
出
資
制
度
の
導
入
、
販
売
、
購
買
、
貸
付
制
度
の
導
入
な
ど
で
あ
り
、

漁
協
の
理
事
（
組
合
長
）・
監
事
は
、
産
業
組
合
と
の
兼
務
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
改
正
に
引
き
続
き
、
昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
年
の
漁
業
法
改
正
に
よ
り
、

漁
業
協
同
組
合
は
組
合
員
と
そ
の
家
族
か
ら
の
貯
金
の
受
け
入
れ
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
産
業
組
合
中
央
金
庫
法
が
改
正
さ
れ
、
漁
業
協
同
組
合
は

産
業
組
合
中
央
金
庫
へ
加
入
す
る
こ
と
が
認
可
さ
れ
、
経
済
事
業
団
体
と
し
て
歩
み

だ
し
た
の
で
あ
る
。
産
業
組
合
中
央
金
庫
と
は
現
在
の
農
林
中
央
金
庫
の
こ
と
で
あ

る
。

七
　
統
制
と
漁
業
会
の
設
立

　

昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
三
月
の
「
改
正
漁
業
法
」（
法
律
第
三
三
号
）
施
行
は
、

漁
村
の
自
立
更
生
を
促
し
、
商
業
資
本
か
ら
の
収
奪
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
こ
の
後
、
漁
業
協
同
組
合
の
活
動
は
本
格
的
に
展
開
さ
れ
て
い
く
か
に

予
想
さ
れ
た
が
、
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
の
日
中
戦
争
勃
発
以
後
、
相
続
い
た

戦
乱
の
長
期
化
に
よ
り
、
国
を
挙
げ
て
の
非
常
時
体
勢
へ
と
突
入
し
て
い
っ
た
。
当

然
の
成
り
行
き
と
し
て
、
経
済
統
制
が
強
化
さ
れ
漁
業
組
合
も
戦
時
協
力
態
勢
に
組

織
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
、「
漁
業
会
の
設
立
」
で
あ
る
。
以
後
漸
次
、
国
家

の
統
制
機
構
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
三
月
一
一
日
公
布
「
水
産
業
団
体
法
」（
法
律
第
四
七

号
）
に
よ
り
漁
業
組
合
は
漁
業
会
に
、
地
方
漁
連
は
府
県
水
産
業
会
に
、
全
漁
連
は

中
央
水
産
業
会
に
と
改
変
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
漁
業
協
同
組
合
・
漁
業
協
同
組
合

連
合
会
は
解
散
し
た
。

　

こ
の
時
期
の
水
産
業
団
体
の
系
統
構
造
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

○
行
政
区
画
に
よ
り
画
一
的
に
組
織
し
、
原
則
と
し
て
上
部
団
体
に
加
入
す
る
。

表 6　近隣の組織設定漁業協同組合一覧（温泉郡）
 （昭和 16年末調）

№ 組織 漁業協同組合名 事業所所在地 組織設定年月日 組合員数
（人）

出資金（円）
出資総額 出資払込額

1 保協 二神漁業協同組合 温泉郡神和村 昭和 10年 7月 23日 179 10,740 4,839
2 有協 西中島漁業協同組合 温泉郡西中島村

（中島 2）
昭和 11年 3月 19日 99 5,640 1,028

3 保協 上怒和漁業協同組合 温泉郡神和村 昭和 12年 3月 8日 106 1,200 1,060
4 保協 元怒和漁業協同組合 温泉郡神和村 昭和 14年 7月 31日 185 3,700 370
5 保協 津和地漁業協同組合 温泉郡神和村 昭和 10年 4月 24日 239 7,368 2,132
6 保協 今出漁業協同組合 温泉郡垣生村

（松山 582）
昭和 14年 12月 18日 128 5,080 1,148

7 保協 野忽那漁業協同組合 温泉郡睦野村 昭和 13年 1月 20日 77 1,440 500
8 保協 睦月漁業協同組合 温泉郡睦野村 昭和 12年 3月 31日 62 1,540 564
9 有協 東中島漁業協同組合 温泉郡東中島村 昭和 12年 12月 3日 103 4,440 1,089
10 保協 神浦漁業協同組合 温泉郡東中島村 昭和 15年 4月 16日 35 3,300 483
11 保協 浅海漁業協同組合 温泉郡浅海村 昭和 13年 12月 30日 64 5,760 1,354
12 保協 風早漁業協同組合 温泉郡北条町

（北条 129）
昭和 13年 6月 20日 207 7,940 4,507

13 無協 安居島漁業協同組合 温泉郡北条町 昭和 12年 5月 26日 60 1,200 664
14 保協 興居島漁業協同組合 温泉郡興居島村 昭和 13年 8月 10日 178 3,560 356
15 保協 高浜漁業協同組合 松山市新浜 昭和 12年 12月 1日 324 9,720 5,121
16 保協 三津浜漁業協同組合 松山市

（三津 157）
昭和 13年 12月 28日 50 2,040 470

17 保協 吉田浜漁業協同組合 温泉郡生名村 昭和 15年 11月 1日 記載無 記載無 記載無
（『全国漁業組合総覧』全国漁業組合連合会、1942年刊参照）
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こ
の
他
に
昭
和
一
九
（
一
九
四
四
）
年
「
二
神
漁
業
会
」
登
記
簿
抄
本
、
昭
和
二

〇
（
一
九
四
五
）
年
一
月
「
二
神
漁
業
会
追
加
原
簿
、
会
長
浜
本
森
太
郎
」
も
綴
じ

ら
れ
て
い
て
貴
重
で
あ
る
（
写
真
集
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
」
一
〇
号
〜
一
二
号

参
照
）。

　

戦
争
の
長
期
化
と
共
に
あ
ら
ゆ
る
資
材
は
不
足
し
、
船
員
労
働
者
も
徴
兵
さ
れ

た
。
漁
船
乗
組
員
（
漁
師
）
が
徴
用
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
加

え
て
、
日
本
近
海
が
戦
争
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
漁
船
を
出
す
こ
と
さ
え
危
ぶ
ま
れ

漁
業
会
―
各
市
町
村

水
産
業
会
（
県
水
）・
製
造
業
会
―
各
都
道
府
県

中
央
水
産
業
会
（
中
水
）
―
中
央

　

こ
れ
ら
の
各
水
産
業
団
体
は
、
従
来
の
団
体
の
行
っ
て
い
た
事
業
の
他
に
統
制
事

業
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

○
役
員
は
原
則
と
し
て
当
該
団
体
の
推
薦
し
た
者
を
、
行
政
官
庁
が
認
可
す
る
制

度
と
す
る
。
各
会
長
の
単
独
代
表
制
を
と
り
、
行
政
官
庁
は
事
業
の
施
行
命
令

な
ど
強
力
な
指
導
監
督
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

右
の
よ
う
に
水
産
業
団
体
は
、
全
て
戦
争
目
的
遂
行
の
た
め
に
整
理
統
合
さ
れ
、

国
家
の
統
制
機
関
の
下
部
組
織
に
位
置
付
け
ら
れ
、
自
主
的
性
格
は
一
掃
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
二
神
島
の
場
合
は
、「
愛
媛
水
産
業
会　

―　

二
神
漁
業
会
」　

と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　

写
真
集
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
」
に
、
上
記
の
「
二
神
漁
業
会
設
立
」
に
関

係
す
る
文
書
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
に
概
略
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
「
愛
媛
県
指
令
水
第
九
五
八
号　

温
泉
郡
神
和
村　

二
神
漁
業
会
設
立
委
員
長
浜

本
森
太
郎　

昭
和
十
九
年
六
月
十
日
付
申
請
漁
業
会
設
立
ノ
件
認
可
ス　

昭
和
一
九

年
六
月
三
〇
日　

愛
媛
県
知
事
」
と
あ
る
。

　

ま
た
、
漁
業
会
長
を
命
ぜ
ら
れ
た
文
書
（
辞
令
）
も
残
さ
れ
て
い
る
。「
浜
本
森

太
郎　

二
神
漁
業
会
長
ヲ
命
ズ　

昭
和
一
九
年
六
月
三
〇
日　

愛
媛
県
（
印
）」
と

あ
る
。　

さ
ら
に
有
難
い
こ
と
に
、
二
神
漁
業
会
「
行
政
庁
関
係
各
種
書
類
綴
」
に

は
、
漁
業
会
解
散
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。「
温
経
二
、
二
三
一
号　

昭
和
二
十

四
年
二
月
十
三
日　

温
泉
地
方
事
務
所
長　

よ
り
、
漁
業
会
よ
り
漁
業
協
同
組
合
へ

の
財
産
移
転
促
進
に
つ
い
て　

二
神
町
村
長
・
二
神
漁
業
会
・
二
神
漁
業
協
同
組
合

長
殿
宛
」
の
史
料
が
あ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
史
料
か
ら
、
昭
和
十
九
年
設
立
の
「
漁

業
会
」
は
昭
和
二
十
四
年
に
は
解
散
し
、
次
い
で
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
」
が
発
足

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
写
真
集
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
」
二
四
・
二
五
号
参

照
）。

表 7　戦時中の漁獲量
 （単位：1000トン）

年 魚　類 水産動物 貝　類 藻　類 総　計 割合（％）
昭和 9年～11年（平均） 2,991 161 215 448 3,815 100
昭和 12年 2,766 153 203 560 3,682 97
昭和 13年 2,512 212 169 467 3,360 88
昭和 14年 2,566 228 168 400 3,362 88
昭和 15年 2,338 227 236 491 3,292 86
昭和 16年 2,703 280 266 321 3,570 94
昭和 17年 2,483 263 337 306 3,389 89
昭和 18年 2,160 300 350 326 3,136 82
昭和 19年 1,591 233 266 260 2,350 62
昭和 20年（終戦） 1,222 177 162 196 1,757 46
（農林省統計調査部『漁獲量累年統表』を参考に作成）

る
状
態
に
な
り
、
漁
業
が
思

う
よ
う
に
で
き
な
い
状
況
に

な
っ
て
い
っ
た
。
漁
獲
量
が

激
減
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ

る
。

　

農
林
省
統
計
調
査
部
作
成

に
よ
る
『
漁
獲
量
累
年
統

表
』
か
ら
当
時
の
状
況
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
日
中
戦

争
の
始
ま
っ
た
昭
和
一
二

（
一
九
三
七
）
年
以
後
は
漁

獲
量
が
徐
々
に
減
少
し
、
昭

和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
の

終
戦
時
に
は
半
分
以
下
に
減

少
し
て
い
る
。

　

上
に
示
す
表
7
は
『
漁
獲

量
累
年
統
表
』
を
も
と
に
作

成
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
中

戦
争
が
勃
発
す
る
前
の
三
年

間
（
昭
和
九
年
〜
一
一
年
）



153

愛媛県二神島の漁業制度改革

散
さ
れ
、
そ
の
施
設
や
資
金
は
新
し
く
設
立
さ
れ
た
二
神
漁
業
協
同
組
合
へ
と
引
継

が
れ
た
。
ま
た
、
愛
媛
県
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
全
国
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
な

ど
も
、
次
々
に
復
帰
し
系
統
化
が
進
ん
だ
。

　

漁
業
権
は
「
新
漁
業
法
」
に
則
り
、
漁
協
な
ど
へ
再
分
配
さ
れ
、
漁
村
の
民
主
化

の
第
一
歩
と
な
っ
た
。「
新
漁
業
法
」
が
制
定
さ
れ
た
昭
和
二
四
年
に
は
全
国
に

三
、
五
八
一
の
漁
協
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
か
ら
も
、
戦
後
の
漁
村
の
活

性
化
が
窺
え
る
。
戦
後
の
制
度
改
革
に
よ
っ
て
、
漁
業
権
の
再
分
配
と
い
う
大
き
な

目
標
は
成
し
遂
げ
ら
れ
、
漁
業
協
同
組
合
が
漁
業
権
の
主
体
と
な
る
こ
と
が
実
現
さ

れ
た
。
そ
し
て
各
地
の
沿
岸
漁
業
は
多
少
の
問
題
は
残
し
た
と
は
い
え
、
漁
業
協
同

組
合
の
自
営
に
復
さ
れ
民
主
化
が
促
進
さ
れ
た
。

　

二
神
島
は
江
戸
期
よ
り
、
特
に
漁
業
が
盛
ん
な
漁
村
（
二
神
村
）
で
あ
り
、
ま

た
、
良
好
な
漁
場
に
恵
ま
れ
た
自
然
豊
か
な
地
域
で
あ
っ
た
。
二
神
漁
業
組
合
が
制

度
的
に
成
立
し
た
の
は
、
明
治
三
六
年
と
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
そ
れ
よ
り
以

前
か
ら
村
に
は
組
合
（
漁
業
者
集
団
）
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
る
。

　

二
神
漁
業
組
合
は
、
昭
和
一
〇
年
、
保
証
責
任
二
神
漁
業
協
同
組
合
（
組
合
員
一

七
九
人
）
に
組
織
設
定
さ
れ
、
平
成
一
一
年
に
は
、
二
神
・
怒
和
島
・
津
和
地
が
合

併
し
て
中
島
三
和
漁
業
協
同
組
合
二
神
支
所
と
な
り
、
現
在
も
存
続
し
て
い
る
。
現

在
の
二
神
支
所
に
は
、
組
合
員
一
一
四
人
（
内
正
組
合
員
三
一
人
、
準
組
合
員
八
三

人
）
が
所
属
し
て
い
る
。
ま
た
、
出
資
金
額
は
一
〇
、
一
二
六
口
、
五
〇
、
六
三

〇
、
〇
〇
〇
円
と
な
っ
て
い
る
（
二
〇
一
六
年
一
月
七
日
現
在
）。

　

膨
大
な
中
世
・
近
世
文
書
を
残
し
た
二
神
家
が
活
躍
の
場
と
し
て
い
た
二
神
島
、

そ
う
い
っ
た
長
く
続
い
た
歴
史
の
中
の
一
コ
マ
（
画
期
）
と
も
い
え
る
二
神
漁
業
協

同
組
合
の
成
立
と
変
遷
を
漁
業
制
度
改
革
と
い
う
視
点
で
、
残
さ
れ
て
い
た
筆
写
稿

本
と
写
真
集
か
ら
、
垣
間
見
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
漁
業
制
度
の
改
革
に
よ
っ
て
、

漁
業
や
漁
業
組
合
が
近
代
化
へ
と
徐
々
に
進
行
し
て
い
っ
た
歴
史
的
意
義
、
ま
た
、

組
合
と
い
う
組
織
が
地
域
の
人
々
に
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
は
十
分
に
評
価
で
き

の
わ
が
国
の
平
均
漁
獲
量
を
一
〇
〇
％
と
し
た
場
合
、
こ
れ
以
後
ど
の
よ
う
に
減
少

し
て
い
っ
た
か
を
数
字
で
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
二
〇
年
、
終
戦
時
に
は
四
六

％
と
な
り
、
い
か
に
激
減
し
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

前
表
に
よ
る
と
、
昭
和
一
八
年
頃
ま
で
は
、
二
割
減
ほ
ど
で
あ
っ
た
も
の
が
、
同

一
九
年
か
ら
は
激
減
し
て
い
る
。
戦
域
が
日
本
近
海
に
及
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
。

　

抑
々
、
漁
業
会
や
水
産
業
会
は
戦
争
遂
行
の
た
め
の
食
料
確
保
を
第
一
の
目
的
と

し
た
組
織
で
あ
っ
た
が
、
現
実
は
か
く
の
如
き
状
態
で
終
戦
を
む
か
え
た
の
で
あ

る
。
昭
和
二
四
（
一
九
四
九
）
年
、
二
神
漁
業
会
は
解
散
し
た
。
そ
し
て
そ
の
資
産

を
受
け
継
ぎ
、
戦
後
の
新
二
神
漁
業
協
同
組
合
が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
筆
写
稿
本
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
」
と
写
真
集
「
二
神
漁
業
協
同

組
合
文
書
」
を
主
軸
に
、
二
神
島
の
漁
業
制
度
改
革
に
つ
い
て
書
き
上
げ
た
も
の
で

あ
る
。

　

昭
和
二
〇
年
、
長
く
続
い
た
戦
争
が
無
条
件
降
伏
で
終
結
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
占
領
下
に

お
い
て
、
日
本
の
民
主
化
と
戦
後
の
復
興
が
着
手
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
早
速
に
論
議

さ
れ
た
の
が
、
農
地
改
革
と
漁
業
制
度
改
革
で
あ
る
。
旧
常
民
研
時
代
の
漁
業
史
料

の
収
集
は
こ
の
改
革
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
の
史
料
が
今

に
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

漁
業
制
度
の
改
革
は
漁
業
権
を
主
体
と
す
る
「
漁
業
法
」
と
、
漁
業
権
の
保
有
主

体
と
な
る
「
漁
業
組
合
法
」
の
二
つ
の
法
律
の
制
定
が
企
図
さ
れ
、
ま
ず
、
昭
和
二

三
年
一
二
月
一
五
日
「
水
産
業
協
同
組
合
法
」（
法
律
第
二
四
二
）
が
制
定
さ
れ
、
続

い
て
翌
二
四
年
一
二
月
一
五
日
「
新
漁
業
法
」（
法
律
第
二
六
七
）
が
制
定
さ
れ
た
。

こ
の
戦
後
の
改
革
に
お
い
て
漁
協
の
性
格
は
大
き
く
改
変
さ
れ
前
進
し
た
。

　

当
然
の
成
り
行
き
と
し
て
、
二
神
島
に
お
い
て
も
、
戦
時
統
制
下
の
漁
業
会
は
解
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『
郷
土
史
事
典
愛
媛
県
』
昌
平
社　

一
九
七
九
年

『
水
産
業
協
同
組
合
制
度
史
』
1　

水
産
庁　

一
九
七
一
年

『
全
国
漁
業
組
合
総
覧
』
全
国
漁
業
組
合
連
合
会　

一
九
四
二
年

山
口
和
雄
編
『
現
代
日
本
産
業
発
達
史　

水
産
』
交
詢
社
出
版
局　

一
九
六
五
年

片
山
房
吉
「
日
本
水
産
通
史
年
表
」（
岡
本
信
男
『
近
代
漁
業
発
達
史
』
水
産
省
所
収
）

一
九
〇
三
年

二
神
島　
（
松
山
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課
発
行
「
忽
那
諸
島
歴
史
探
訪
」
掲
載
地
図

を
一
部
改
変
し
て
引
用
）

る
も
の
で
あ
る
。
未
だ
、
現
地
に
残
存
し
て
い
る
古
文
書
も
含
め
、
更
な
る
探
求
が

今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

　
〈
付
記
〉

　

本
稿
は
、
平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
一
一
月
三
〇
日
発
行
『
独
立
行
政
法
人
水

産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー　

中
央
水
産
研
究
所
所
蔵
筆
写
稿
本
（
漁
業
制
度
資
料
）
の

概
要
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
拙
稿
「
愛
媛
県
二
神
島
の
漁
業
制
度
改
革
―
筆
稿
本
「
二

神
漁
業
協
同
組
合
文
書
」、
及
び
写
真
集
「
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
」（
常
民
研
現

地
調
査
撮
影
本
）
を
読
ん
で
―
」
を
加
筆
、
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
平
成
二
七
年
四
月
一
日
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
改
正
に
伴
い

（
平
成
二
六
年
法
律
第
六
七
号
施
行
）、
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
名
称
が
、「
独
立

行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
」
か
ら
「
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
総
合
研
究

セ
ン
タ
ー
」
に
変
更
さ
れ
た
た
め
、
本
論
中
で
は
双
方
を
適
宜
必
要
に
応
じ
使
用
し

て
い
る
。

　

本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
松
山
市
中
島
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
の
豊
田
渉
氏
よ
り
、
史

料
の
提
供
と
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

参
考
文
献

筆
写
稿
本
『
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
』
水
産
資
料
館
時
代
の
日
本
常
民
文
化
研
究
所　

一
九
五
一
年

写
真
集
『
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
』
日
本
常
民
文
化
研
究
所
撮
影

『
漁
協
系
統
運
動
史
』
全
国
漁
業
協
同
組
合
連
合
会　

一
九
七
三
年

『
愛
媛
県
史
』
愛
媛
県　

一
九
八
二
〜
一
二
八
九
年

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
38　

角
川
書
店　

一
九
八
一
年

『
愛
媛
の
漁
業
と
県
漁
連
50
年
史
』
愛
媛
県
漁
業
協
同
組
合
連
合
会　

二
〇
〇
〇
年

『
日
本
の
農
林
水
産
業
』
八
田
達
夫
・
高
田
真
著　

日
本
経
済
新
聞
出
版
社　

二
〇
一

〇
年

『
中
島
町
誌
』
中
島
町
誌
編
集
委
員
会
編　

中
島
町
役
場　

一
九
六
八
年

『
中
島
町
誌
史
料
集
』
中
島
町
誌
編
集
委
員
会
編　

中
島
町
役
場　

一
九
七
五
年
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愛媛県二神島の漁業制度改革

年　譜（二神漁業協同組合）
西　暦 和　暦 制　度・法　令・備　考
1868 明治　元 9　「明治」と改元

2 6　版籍奉還
1871 4 7　廃藩置県　全国を 3府 1道 72県とする（伊予では 8藩が廃され 8県となる、8月松山県と宇

和島県に統一される）
1873 6 7　地租改正
1875 8　2　雑税廃止（太政官布告 23）、12　海面官有・海面借区制（太政官布告 195）旧慣行・権利を否

認
1876 9　前年の太政官布告 195を取消し、旧慣行による権利を再確認する
1878 11 郡町村を編成、県内 20ヶ所に郡役所を置く
1881 14 1　漁業保護水産蕃殖（内務省達乙 2）
1882 15 2　大日本水産会設立
1885 18 農商務省に水産局が設置される
1886 19 5　「漁業組合準則」公布（農商務省令 7）、この準則に基づき全国で 352の漁業組合が作られた
1888 21 4　市町村制公布、10　伊予鉄道　松山～三津浜間に開通する
1889 22 2　「大日本帝国憲法」発布、12　風早郡二神・元怒和・上怒和・津和地村の 4ヶ村合併→風早郡

神和村成立（村役場は元怒和に設置）
1890 23 5　郡制公布
1894 27 8　日清戦争勃発
1897 30 3　「遠洋漁業奨励法」公布、この年に風早郡から温泉郡神和村に所属が変わる
1900 33 3　「産業組合法」公布
1901 34　4　「漁業法」公布（法律第 34）わが国初めての漁業法
1902 35 5　「漁業法施行規則」及び「漁業組合規則」公布（農商務省令 8）
1903 36 漁業組合設立認可　この頃上怒和・元怒和・津和地・二神漁業組合が設立
1904 37 2　日露戦争勃発
1910 43 4　「改正漁業法」公布（法律第 58）、12　「漁業組合令」公布
1912 45 7　明治天皇崩御
1914 大正 　3 7　第一次世界大戦勃発（わが国は特需景気となり海産物が高騰した）
1915 4 この年、全国の動力化漁船は 12,813隻になる、沖合遠洋漁業が急速に発展
1916 5 6　「水産組合規則」公布
1921 10 4　「水産会法」公布（法律第 60）、公益法人「水産会」の設立認可
1923 12 9　関東大震災、この年愛媛県内の漁業組合は 141組合、6連合会となる
1926 15 11　大正天皇崩御、改元「昭和」
1929 昭和 　4 10　ウオール街で株価大暴落、世界大恐慌へ
1931 6 9　満州事変勃発、この年県内の漁業組合連合会は計 8連合会となる
1933 昭和 　8 3　「改正漁業法」制定（法律第 33、組合自営を認める）
1934 9 3　満州国建国（溥儀が皇帝に就く）
1935 10 7　保証責任二神漁業協同組合に組織設定される
1937 12 7　日中戦争勃発で漁組も国家統制機構に組入、漁業生産用資材は配給統制を受ける。8　県内一

本化し愛媛県漁業組合連合会設立
1938 13 4　国家総動員法、5　石油統制強化により木炭ガス自動車・人力車が登場する
1941 16 4　「鮮魚介配給統制規則」公布（農林省令第 14）、7　魚類統制連合会成立、12　太平洋戦争勃

発
1942 17 1　「水産物配給統制規則」公布（農林省令第 1）、2　二神に自家発電による点灯始まる、5　「水

産統制令」制定（勅令第 520）
1943 18 3　「水産業団体法」制定（法律第 47）
1944 19 3　日ソ漁業協定成立、6　二神漁業会設立、11　B29東京空襲始まる
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西　暦 和　暦 制　度・法　令・備　考
1945 20 7　ポツダム宣言受諾（8月 15日終戦）、8　GHQ設置される、9　マッカーサーライン設置 12　

「水産統制令廃止」の勅令
1946 21 3　「物価統制令」、「水産物統制令」、11　「日本国憲法」公布
1947 22 11　「農業協同組合法」公布、4　鮮魚介配給統制規則、7加工水産物配給統制規則、12漁業用資

材配給規則
1948 23 1「水産業協同組合法」制定（法律第 242）、4　農業協同組合設立（二神・睦月・野忽那・中

島・西中島・上怒和・元怒和・津和地）
1949 24 10新「県漁連」設立、「県信漁連」創立、12「新漁業法」制定（法律第 267）、二神漁業会解散、

二神漁業協同組合設立。この年漁協 3,581が設立する
1950 25 3　「新漁業法」に基づき 2年間で準備を終え旧漁業権消滅の方針を確立、補償と免許の切替を実

施、6　朝鮮動乱始まる
1951 26 5　『資料筆写のしおり』（筆稿の指標）常民研研究員藤木喜久馬作成、12宮本常一、二神島を訪

れる（採訪）、12「水産資源保護法」公布
1952 27 11　全国漁業協同組合連合会設立認可
1953 28 10　町村合併促進法公布
1954 29 7　常民研、「二神漁業協同組合文書」原本返却
1956 31 7　二神農産物出荷組合設立
1957 32 8　神和村に電気導入が実現する
1958 33 6　町営定期航路開設（粟井～三津浜）
1959 34 3　神和村が中島町と合併、中島町二神となる
1964 39 10　東京オリンピック大会
1986 61 上怒和・元怒和漁業協同組合が合併→怒和島漁業協同組合となる
1999 平成　11 8　怒和島・津和地・二神漁協が合併→中島三和漁業協同組合二神支所となる、9　中島・神浦・

西中島漁協合併→中島漁業協同組合設立
2005 17 1　松山市・北条市・中島町合併→松山市二神となる

☆記事のはじめの数字は月次を表す


